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3．試験の日時及び場所
試　験 日　　時 試験場 合　格　発　表

第1次試験 9月19日 (日 )
午前 8時30分～

宇城市立
松橋中学校

10月下旬までに、合格者のみに通知します。また、合格者の受験番号を
宇土市役所に掲示するとともに、宇土市のホームページにも掲載します。

第2次試験 11月上旬（予定） 第1次合格者に通知
11 月下旬までに、合格者、不合格者ともに通知します。また、合格者の受
験番号を宇土市役所に掲示するとともに、市のホームページにも掲載します。

4．試験の内容
① 第 1次試験
区分（職種） 職種別 試験職種

高卒程度
（一般事務）
（土木）

共通 教養試験（高卒程度）
一般事務のみ 適性検査
土木のみ 専門試験

資格免許職
（保健師）
（幼稚園教諭）
（文化財専門員）

共通
教養試験（短卒程度）

専門試験
＊職種で内容が異なります。

文化財専門員 実技試験

大卒程度
（行政）

教養試験
専門試験
適性検査

受験者全員 作文試験

②　第2次試験
区分（職種） 試験種類

高卒程度（一般事務）

面接試験資格免許職
(保健師、幼稚園教諭、
文化財専門員 )

大卒程度（行政）
集団討論
面接試験

※詳しくは、「試験の案内書」で確認してください。

5．申込み・問合せ先
　〒 869-0492　宇土市浦田町 51　市総務課人事係
　☎ 22-1111（内線 2218）
　E-mail：soumu02@city.uto.kumamoto.jp 
　URL：　http://www.city.uto.kumamoto.jp

市役所での仕事内容・福利厚生等、受験生の疑問・質問にもお答えします。
宇土市で働きたい方、ぜひご参加ください！
◎開催日：7月 28 日（水）午前 10 時～　　　◎会場：市役所５階会議室
※説明会の内容について、詳細は市ホームページをご覧ください。

お知らせ
「職員採用説明会」
を開催します。

　市民の皆さまには、暑さが次第に強さを増す季節となりました
が、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
　さて、このたび６月議会におきまして、満場一致で選任同意を
いただき、副市長に就任いたしました。
　市長の補佐役として、その責任をひしひしと感じており、身の
引き締まる思いです。
　申し上げるまでもありませんが、行政に課せられた命題は多岐

に渡り、市民生活の中で市役所が担う役割も極めて重要なものとなっています。
　元松市長は、時代に相応しい「住んでみたい宇土市」「住み続けたい宇土市」の実現に
向けた独自の施策をプラスして、市民の皆さまが誇りを持てる個性あるまちづくりを目指
されています。
　私は、この理念と方向性を共有し、知恵を絞り、業を練りながら日進月歩の努力を果た
すことの必要性を痛感いたしております。
　また、諸課題の解決に向けて全力で取り組んでまいりたいと考えております。
　何はともあれ、昨今の多難な時代にあってこそ、市民の皆さまとの対話を基本とし、市
民本位の行政を推進していくことこそ大切なことと思いますので、今後ともご指導、ご教
示をいただきますようお願い申し上げます。
　最後に市民の皆さまのますますのご発展とご健勝をお祈り申し上げ、就任のごあいさつ
とさせていただきます。

副市長

池田　信夫

就任のごあいさつ
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チャレンジ！あなたの無限の力を宇土市のために！
～平成23年度採用職員募集～

1．試験職種および採用予定人員数
区分 職　　種 採用予定数 資　格　要　件

高卒
程度

一般事務 １人程度

平成元年4月2日から平成5年 4月 1日までに生まれた方
ただし、次に掲げる方を除きます
　ア　大学を卒業した方または平成23年 3月末までに大学を卒業する見込みの方
　イ　宇土市長がアに掲げる方と同等の資格があると認める方

土　木 1人程度 昭和56年 4月 2日から平成5年 4月 1日までに生まれた方

資格
免許職

保健師 1人程度 昭和 56年 4月 2日以降に生まれた方で、保健師の資格を有する方または平成 23
年 3月末日までに取得見込の方

幼稚園教諭 2人程度 昭和 56年 4月 2日から平成 3年 4月 1日までに生まれた方で、幼稚園教諭免許
状を有する方または平成23年 3月末日までに取得見込みの方

文化財
専門員
（学芸員）

1人程度
昭和56年 4月 2日以降に生まれた方で、次の要件全てに該当する方
　ア　

　イ

大卒
程度 行　政 2人程度

昭和56年 4月 2日から平成元年4月1日までに生まれた方
平成元年 4月 2日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（短期大学を除く）
を卒業または平成 23年 3月末までに卒業見込みの方（宇土市長が同等と認める方
を含む）

（注）その他の受験資格は、「試験の案内書」等で確認してください。

2．手続

申
込
の
仕
方

①  受付期間　7月26日（月）から8月13日（金）まで（土曜日、日曜日を除く）。
　受付時間は、午前 8時 30 分から午後 5時 15 分までです。
　郵送の場合は、8月13日（金）までの消印のあるものに限り受け付けます。
②申込手続　　
　【持参の場合】市発行または市ホームページからダウンロードし印刷した申込用紙に必要事項を記入して、５の申込先
に持参してください。

　【郵送の場合】表に「宇土市職員採用試験申込」と朱書きした封筒に、必要事項を記入した申込用紙と受験票返信
用の80円切手を貼った小封筒（宛先と郵便番号を明記）を同封し、必ず簡易書留郵便にして送付してください。

　【インターネット申込みの場合】市のホームページにアクセスし、注意事項などに留意して手続きを行ってください。なお
インターネット申込みは、申込用紙のダウンロードとは異なり、インターネット上で全ての手続きを済ませる仕組みです。
　※注意事項　受験申込書の受付後における職種の変更は認められませんので、記入誤りなどのないよう注意してください。

申
込
用
紙
の
請
求
の
仕
方

【直接受取の場合】申込用紙は市総務課人事係（市庁舎２階）、受付（市庁舎１階）、市教育委員会事務局、網田支所、
網津支所に用意しています。
【郵便請求の場合】郵便により請求する場合は、送信用封筒の表に「宇土市職員採用試験申込書請求」と朱書し、
140円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（A４サイズが入るもの）を同封のうえ、５の申込先に請求してください。
【市ホームページからダウンロードする場合】市のホームページからダウンロードすることができます。提供するファイル形
式はPDF形式およびExcel 形式です。出来るだけ厚手のＡ４サイズ白用紙に印刷して必ず手書きしてください。
【インターネット申込みの場合】申込みはウェブ上で直接入力していただきますので、専用の申込み用紙はありません。

受
験
票
の
交
付

【持参・郵便で申込む場合】申込者には受験票を交付します。郵便による申込者には受験票を郵送しますが、8月20日（金）
までに受験票が届かない場合および受験票を紛失した場合は、必ず市総務課人事係までご連絡ください。
【インターネットで申込む場合】受験票と写真票は、審査終了通知メールを受信後から印刷可能です。Ａ４サイズの厚手
の紙に印刷後、写真を貼付して試験当日にご持参ください。8月20日（金）までに受験票と写真票が印刷できないときは、
市総務課人事係までご連絡ください。

学校教育法による大学（短期大学を除く）などで、考古学その他これに準ず
る分野を専攻し、卒業した方または平成23年 3月末日までに卒業見込みの方
学芸員の資格を有する方または平成23年 3月末日までに取得見込の方
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※小数第 2位以下四捨五入のため、割合の合計が100%にならない場合があります。

第５次総合計画策定に向けた

市民アンケート調査の結果をお知らせします

■回答者の属性

■質問＆集計結果

　平成23年度からの第５次総合計画を策定するにあたり、市民の皆さんの意見や考え方などを
計画の中へ反映させるため、平成22年２月に「市民アンケート調査」を実施しました。
　調査は、市内在住の20歳以上の2,600人を無作為に抽出し、郵送により行い、全体の
48.5％にあたる1,262人から回答をいただきました。
　市民アンケートにご協力いただいた皆さん、大変ありがとうございました。
　今回は、その集計結果の一部をご紹介します。

　回答者の宇土市に対する住みここちを聞いたとこ
ろ、「どちらかといえば住みよい」と回答した人が最
も多く、43.6%を占めています。次いで、「住みよい」
と回答した人が25.4%、「どちらともいえない」と回
答した人が20.5%を占めています。

①性別

性別 割合
男性 43.1%
女性 53.4%
無回答 3.4%

②年代

年代 割合
20 代 10.0%
30 代 15.5%
40 代 16.3%
50 代 19.0%
60 代 24.5%
70 代以上 14.0%
無回答 0.7%

Ｑ 1　宇土市の“住みここち”はいかがですか？

Ｑ 2　あなたは、これからも引き続き宇土市に住みたいと考えていますか？

　回答者の将来の宇土市に対する居住意識につい
て聞いたところ、「ずっと住み続けたい」と回答した
人が、39.0%を占めています。次いで、「できれば
住み続けたい」と回答した人が33.5%、「どちらとも
いえない」と回答した人が、17.5%を占めています。
「ずっと住み続けたい」と「できれば住み続けたい」
と合わせると７割以上（72.5％）となり、定住意向
が強い結果となっています。
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1 位　犯罪が少なく、安心して暮らせる都市

0 　 20 　 40 　 60

6 位　子供を大切にする都市
6位　災害に強く安全に暮らせる都市
7位　商業や工業などの産業が盛んな都市
8位　健康で、スポーツの盛んな都市
9位　歴史が感じられ、趣のある都市
10位　学習や文化活動、芸術活動の盛んな都市
11位　都市的で街並みが整然と美しい盛んな都市
12位　リサイクルや省エネルギーに取り組む環境に優しい都市
13位　日常的なコミュニティ活動が盛んな都市

15位　その他

51.5
（％）

34.7
29.9
26.0
24.4
20.0
20.0
14.0
12.4
12.1
12.0
9.7
9.5
6.3
1.8
1.2

14 位　無回答

5位　緑が豊かで、潤いがあふれる都市
4位　落ち着きがあり、安らげる都市
3位　お年寄りや障がい者を大切にする都市
2位　活気に満ち、にぎわいのある都市

Ｑ3　あなたは、宇土市が将来どのような都市を目指したらよいと思いますか？

Ｑ4　宇土市がこれまで進めてきたまちづくりの取り組みについて、今現在どの程度満足されていますか？

　回答者に宇土市の将来の都市
像について確認したところ、「犯罪
が少なく、安心して暮らせる都市」
が最も多く約半数（51.5%）を占
めています。次いで、「活気に満ち、
にぎわいのある都市」が34.7%、
「お年寄りや障がい者を大切にす
る都市」が29.9%を占めています。
　なお、「その他」の回答は1.2％
と最下位でしたが、「交通の便が
よい都市」や「福祉が充実した
都市」などの意見が寄せられまし
た。

　「やさしい福祉のまちづくり」に
対する「満足度」は、「障害者
福祉」以外の項目について、「普
通」との回答が多く、「障害者福
祉」は最も多い「わからない」と
大差なく「普通」との回答が多い
状況です。また、「満足」との回
答は、「健康づくり、保健・医療」
について12.9％となりましたが、そ
の他の項目においては、各項目の
１割未満に留まっています。　

（1）やさしい福祉のまちづくり

（2）安全な生活環境のまちづくり

（3）快適な都市空間のまちづくり

　「安全な生活環境のまちづくり」
に対する「満足度」は、全ての
項目について、「普通」との回答
が多く、また、「満足」との回答
は全ての項目において、各項目の
１割未満となっています。一方で、
「不満」との回答が、特に「公
共交通」において割合が高く、
26.6％となっています。

　「快適な都市空間のまちづくり」
に対する「満足度」は、全ての
項目について「普通」との回答が
多く、また、「満足」との回答は「上
水道・水利用」を除いて各項目の
１割未満となっています。一方で、
「不満」との回答が、特に「道路」
において割合が高く、30.3％となっ
ています。

宇土市総合計画特集
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Ｑ5　宇土市がこれまで進めてきたまちづくり全体に対する、あな
　 たの「満足度｣ をおたずねします。

　まちづくり全体に対する総合評価として、「ど
ちらでもない」との回答が最も多く、約半数
（45.5％）となっており、次いで「ほぼ満足している」
（29.5％）、「やや不満である」（14.8％）となってい
ます。
　なお、「やや不満である」あるいは「不満である」
との回答における具体的な理由では、「道路や上下
水道、公共施設等ハード面の整備が十分でない」、
「まちづくりの方向性が不透明」、「買い物をすると
ころがない等生活が不便」、「活気がない」との意
見が寄せられました。

ほぼ満足している

満足している無回答

不満である

やや不満である

どちらでもない

14.8％14.8％

45.5％45.5％

29.5％29.5％

1.2％1.2％3.4％3.4％

5.6％5.6％

（4）個性ある産業のまちづくり

（5）文化を育む教育のまちづくり

（6）開かれた市政のまちづくり

　「個性ある産業のまちづくり」に
対する「満足度」は、「農業、林業」
と「水産業」は「わからない」と
の回答が最も多く、その他は「普
通」との回答が多い状況です。「観
光」においては60.3％が「普通」
と回答し、他の項目が約4割弱の
構成比に留まっているのと比べる
と、高い状況です。また、「観光」
以外の項目では、「満足」との回
答は非常に少なく、各項目の構成
比の1％程度に過ぎない状況です。
なお、「不満」との回答については、
「商業」（29.8％）、「工業」（21.6％）
で高い状況です。

　「文化を育む教育のまちづくり」
に対する「満足度」は、全ての
項目について、「普通」との回答
が多く、また、「満足」との回答
は全ての項目において、各項目の
１割未満となっています。「不満」
との回答については、各項目にお
いて、大体１割程度に留まってい
ます。

　「開かれた市政のまちづくり」に
対する「満足度」は、「高度情
報化」以外の項目について、「普
通」との回答が一番多く、「高度
情報化」については、最も多い「わ
からない」と大差なく、「普通」と
の回答が多い状況です。また、
全ての項目において「満足」との
回答は、各項目の１割未満となっ
ています。一方で、「不満」との
回答については、「行財政運営」
は20.5％、その他の項目はほぼ1
割未満に留まっています。
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まあまあ反映
されている

よく反映されている無回答

まったく反映
されていない

あまり反映
されていない

わからない

どちらともいえない

4.8％4.8％

14.8％14.8％

21.2％21.2％
36.2％36.2％

19.3％19.3％

1.7％1.7％2.1％2.1％

大いに関心がある

無回答全く関心がない

あまり関心がない

まあまあ関心がある

23.3％23.3％

51.3％51.3％

21.6％21.6％

2.1％2.1％1.7％1.7％

（％）
71.3
39.7
30.7
29.1
24.7
22.0
15.0
11.2
6.6
3.8

5 位　市民主催のまちづくり会議などの市民活動への参加
6位　パブリック・コメント制度（意見公募制度）による意見・提言の提出
7位　イベントや各種事業実施のための実行委員会への参加
8位　公募による審議会等の委員として参加
9位　無回答
10位　その他

4位　意見・感想などを市に報告する
3位　市長と市民との懇談会や対話集会への参加
2位　ホームページや意見箱（市長への直行便）を使った意見・提言の提出
1位　市が実施するアンケート調査への回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ｑ7　宇土市の市政には、市民の意見が反
　 映されていると思いますか？

『元気なまち』を作るために
今回紹介したのは、アンケート集計結果の一部です。
集計結果の詳細は、市のホームページや市企画課でご覧ください。
今後は、「市民アンケート」の結果から表れた市民の皆さんの意見・提言を踏まえ、“市民が考える総合
計画“の策定に取り組みますので、ご協力をお願いします。

Ｑ8　あなたが市政へ参加する機会があった場合、どのような方法で参加したいと思われますか？

Ｑ9　宇土市がこれからすすめる“まちづくり”において市民と行政との関係をあなたはどうお考えですか？

　市民意見の市政への反映として、「どちらともいえない」との回答が最
も多く、36.2％であり、次いで「あまり反映されていない」（21.2％）、「ま
あまあ反映されている」（19.3％）となっています。
「よく反映されている」との回答が1.7％に留まる一方で、「まったく反映さ
れていない」との回答が4.8％となっており、市政への市民意見の反映に
ついて不満がある様子です。

　市政への参加方法として、「市が
実施するアンケート調査への回答」が
71.3％と最も高く、次いで、「ホームペー
ジや意見箱（市長への直行便）を使っ
た意見・提言の提出」が39.7％、「市
長と市民との懇談会や対話集会への参
加」が30.7％となっています。これらから、
市民は意見が言える機会や意見を言え
る場を求めていると考えられます。
一方で、「その他」の回答では「特に
ない」との消極的な意見が目立ちました。

　これからのまちづくりについて、「市民と行政の協働によ
るまちづくりは大切であり、今後充実するべきである」との
回答が最も多く、約６割（59.4％）を占めています。次い
で、「市民との協働の意味や効果、範囲などが分かりにく
いので、何とも言えない」が24.9％となっています。「市民
と行政の協働は特に必要ない」との回答は、0.7％に留まり、
市民も行政との協働によるまちづくりについて、好意的にと
らえていると言えます。
　なお、「その他」の回答はわずかでしたが、「一部の人
の協働では、市民の意見が反映されているとは言えない」、
「参加しても意見が反映されると思えない」、「市民が何を
すべきか知りたい」などの意見がありました。

市民と行政の協働
によるまちづくりは
大切であり、今後充
実するべきである

その他 無回答

市民との協働の
意見や効果範囲
など分かりにく
いので何とも
言えない

行政がまちづくりに
責任を持つべきで、
協働はある程度の
ところに留めるべきである

市民と行政の協働は
特に必要ない

24.9％24.9％

0.7％0.7％

10.3％10.3％

59.4％59.4％

4.0％4.0％0.7％0.7％

宇土市総合計画特集

Ｑ6　あなたは、日頃から宇土市の市政運 
　 営に関心がありますか？

　市政への関心度として、「まあまあ関心がある」との回答が半数以上
（51.3％）と最も高く、次いで「あまり関心がない」（23.3％）、「大いに
関心がある」（21.6％）となっています。
「大いに関心がある」と「まあまあ関心がある」を合わせると、７割以上
（72.9％）となり、高い市政への関心がうかがえます。
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〝
市
民
が
考
え
る
総
合
計
画
〞

の
策
定
に
向
け
て

　

ま
ち
づ
く
り
の
大
き
な
指
針
で
あ
り

宇
土
市
の
最
上
位
計
画
で
あ
る
総
合
計

画
の
策
定
に
つ
い
て
、
元
松
市
長
に
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
ま
し
た
。

宇
土
市
の
将
来
像
に
つ
い
て
お
話
を
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

将
来
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
、
労
働
世
代
の

方
々
に
宇
土
市
に
転
入
し
て
き
て
い
た
だ
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
も
ち

ろ
ん
雇
用
の
場
が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、
何

千
人
も
雇
用
が
可
能
な
企
業
の
誘
致
を
目
指

す
の
は
現
実
的
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

現
実
的
に
は
熊
本
都
市
圏
の
ベッ
ド
タ
ウ
ン
化

が
大
き
い
部
分
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
う
な
る
た
め
に
は
、
宇
土
市
の

魅
力
を
も
っ
と
Ｐ
Ｒ
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
宇
土
市
は
人
口
が
減
少
し
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
、
宇
土
市
の
認
知
度
が
低
い
証
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
宇
土
市
の
魅
力

を
Ｐ
Ｒ
し
、
認
知
度
が
上
が
れ
ば
、
人
口
は
必

ず
増
加
に
転
じ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

宇
土
市
に
と
っ
て
、
人
口
の
増
加
が
最

重
要
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

　

宇
土
市
を
人
口
が
増
え
な
い
自
治
体
に
し

た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
宇
土
市
が
魅
力

あ
る
自
治
体
に
な
れ
ば
、
地
理
的
に
絶
対
人

口
が
減
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宇
土
市
に
は

７
地
区
あ
り
、
現
状
と
し
て
、
花
園
地
区
は

人
口
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
宇
土
地
区
や
走

潟
地
区
も
減
っ
て
い
ま
す
。
宇
土
市
の
中
で
も

熊
本
市
に
近
い
地
区
の
人
口
が
減
っ
て
い
る
た

め
、
こ
の
ま
ま
で
は
宇
土
市
の
人
口
が
増
え
る

訳
が
あ
り
ま
せ
ん
。

宇
土
市
の
人
口
を
増
加
さ
せ
る
た
め
の

方
策
と
し
て
、
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
を
考

え
た
時
に
、
ど
こ
か
ら
の
転
入
者
が

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
の
で
す
か
？

　

熊
本
市
に
隣
接
す
る
自
治
体
を
見
た
と

き
、
宇
土
市
を
除
き
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
の

人
口
が
増
え
て
い
ま
す
。
逆
に
、
熊
本
市
の
人

口
は
減
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
人
口
が
熊

本
市
に
集
中
し
な
が
ら
熊
本
市
の
郊
外
に
広

が
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

長期的な視野でまちづくりの方向性を示す
　「総合計画」は市のまちづくりの基本となる計画で、市民の皆さんや企業、
行政が一体となって進める、今後のまちづくりの方向性を示すものです。

総合計画の構成と期間
　総合計画では、まず「基本構想」で目標とする都市像やまちづくりの理念
を明らかにします。次に「基本計画」でその目標達成のために8年間で取り
組む施策の大きな方向性を示します。その方向を具体的に示す3年間の「実
施計画」で各分野にわたる事業を具体的に示します。

■総合計画の構成
総合計画とは

基本構想

基本計画

実施計画

宇
土
市
の
人
口
が
減
少
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
お
か
し
な
状
況
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、

自
治
体
間
競
争
の
時
代
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
宇
土
市
は
宇
城
地
域
の
中
の
宇
土

市
で
し
た
が
、
今
後
は
、
熊
本
都
市
圏
の
中
の

宇
土
市
と
し
て
、
存
在
感
を
出
す
た
め
、
熊

本
市
の
周
り
の
自
治
体
と
競
っ
て
い
く
べ
き
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
県
全
体
を
見
る
と
、
熊
本

都
市
圏
以
外
の
自
治
体
の
人
口
が
全
部
減
っ
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
熊
本
市
の
人
口
が
減
っ
て

い
る
と
い
う
よ
り
も
、
県
内
の
人
口
が
熊
本
市

周
辺
に
集
ま
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
集
ま
る
段
階
で
、
宇
土
市
以
外
の
自
治

体
を
選
択
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
宇
土
市

も
選
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
独
自
の
政
策
も
含
め

て
競
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

県
外
や
、
県
内
の
他
の
地
域
か
ら
熊
本

市
の
郊
外
に
転
入
を
希
望
さ
れ
る
方
に

是
非
宇
土
市
に
住
ん
で
い
た
だ
き
た
い

と
い
う
こ
と
で
す
か
？

　

そ
れ
が
一
番
の
目
標
で
、
そ
う
な
る
た
め
に

は
、
宇
土
市
の
魅
力
が
も
っ
と
高
ま
ら
な
い
と
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い
け
な
い
し
、
今
持
っ
て
い
る
魅
力
と
い
う
も
の

も
、
も
っ
と
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
後
、
人
口
が
増
加
す
る

余
地
は
十
分
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

総
合
計
画
策
定
に
あ
た
り
政
策
の
〝
大

き
な
柱
〞
を
お
持
ち
で
あ
れ
ば
、
聞
か

せ
て
く
だ
さ
い
。

　

私
が一番
大
切
と
思
う
こ
と
は
、
市
長
の
ト
ッ

プ
ダ
ウ
ン
に
よ
り
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
の
で
は

な
く
、
市
民
み
ん
な
で
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
と

い
う
こ
と
で
す
。
わ
た
し
の
目
標
に
は
、
も
っ

と
宇
土
市
の
人
口
を
増
や
し
て
、
財
政
基
盤
の

強
化
を
図
り
、
そ
の
他
い
ろ
ん
な
分
野
で
宇
土

市
を
元
気
の
あ
る
ま
ち
に
し
た
い
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
重
要
な
こ
と
は
、
市

民
み
ん
な
で
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
総
合

計
画
を
み
ん
な
で
作
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
い

う
意
味
で
す
。
市
長
が
宇
土
市
を
牽
引
し
て

い
け
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
中
に
い
ろ
ん
な
施
策
や
事
業

を
掲
げ
ま
し
た
。
当
然
そ
れ
は
何
ら
か
の
形

で
実
施
し
て
い
き
ま
す
が
、
根
底
に
は
、
市
民

の
皆
さ
ん
が
、
み
ん
な
で
考
え
て
、
や
っ
て
い
く
っ

て
い
う
の
が
基
本
と
考
え
て
い
ま
す
。
み
ん
な

で
考
え
た
結
果
、
私
が
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
挙
げ

て
い
る
も
の
よ
り
効
果
的
に
な
る
こ
と
が
あ
れ

ば
、
ど
ん
ど
ん
変
え
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
一
番

重
要
な
の
は
、
市
民
が
自
分
た
ち
の
問
題
と
し

宇土市長

元松　茂樹

宇土市総合計画特集

て
、
自
分
た
ち
自
身
で
考
え
、
ま
と
め
上
げ
て

い
く
と
い
う
認
識
で
す
。
自
分
が
考
え
て
い
る

こ
と
が
市
政
に
活
か
さ
れ
た
と
い
う
思
い
を
す

る
市
民
が
増
え
て
く
れ
ば
、
宇
土
市
に
対
す
る

愛
着
も
増
し
て
く
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

総
合
計
画
も
基
本
的
に
は
市
民
が
考

え
、
策
定
に
参
画
す
る
と
い
う
の
が
柱

と
い
う
こ
と
で
す
か
？

　

そ
こ
が
柱
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

総
合
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
各
地
区

で
座
談
会
を
開
催
し
、『
宇
土
市
を
ど
う
い
う

ま
ち
に
し
た
い
か
』、『
ど
う
い
う
ま
ち
に
し
た

ら
宇
土
市
は
も
っ
と
良
く
な
る
の
か
』に
つ
い
て
、

ま
た
、『
自
分
の
住
ん
で
い
る
地
区
を
ど
う
い
う

ま
ち
に
し
た
い
か
』
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
と
語

り
、
ご
意
見
を
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
市
内
の
各
地
区
は
そ
れ
ぞ
れ
抱
え
て
い
る

課
題
や
目
指
す
姿
が
違
う
は
ず
で
す
。
私
は
、

そ
う
い
う
各
地
区
の
意
見
を
捉
え
、
総
合
計

画
に
反
映
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

地
区
の
課
題
や
、
目
指
す
姿
は
、
そ
こ
に
住
ん

で
い
る
皆
さ
ん
が一番
分
か
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。

　
「
総
合
計
画
」
は
、
市
役
所
が
作
る
も
の
で

は
な
く
、
市
民
み
ん
な
で
作
る
も
の
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。
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“まちづくり座談会”を開催します！
～第５次総合計画の策定に向けて、これから目指す“まちの姿”についてみんなで語りましょう～

　市では、第５次総合計画の策定にあたり、各地区で“まちづくり座談会”を開催し、より
広く市民の皆さんのご意見を伺い、計画に反映していきたいと考えています。皆さんの積極
的なご参加をお待ちしています。
　なお、座談会は個別の苦情や具体的な事業に関する要望・陳情の場ではありませんので、
あらかじめご了承ください。
■まちづくり座談会概要
　第１部《説　明》
　　　　 テーマ①　宇土市の財政状況について　
　　　　 テーマ②　総合計画について
　第２部《座談会》　
　　　　 テーマ①　宇土市をどういうまちにしたいか
　　　　 テーマ②　自分の住んでいる地区をどういうまちにしたいか

“宇土市総合計画審議会委員”を募集します！！
　市では、第５次総合計画を策定するにあたり、広く市民の意見が反映された、市民が考える総合
計画にするため、公募委員を募集します。
　公募委員の方には、学識経験者や各種団体役員など、市が選任した委員とともに、今後のまちづ
くりの方向性や重点的な取組みなどについて、幅広い視点から意見交換し、ご提言をいただくとと
もに、基本構想について審議をいただき、市長に答申していただくこととしています。

●募集人員 2 人程度

●応募資格

次のすべての要件を満たす方
（1）宇土のまちづくりに関心を持ち、積極的に意見を述べることができる方
（2）市内に在住している満 18 歳以上の方（４月１日現在）
（3）平日の昼間に開催する会議に出席できる方（会議は３回程度開催予定）
（4）国、地方公共団体の議員または常勤の公務員でない方
（5）宇土市の他の審議会などの委員でない方

●任　　期 委嘱の日から、総合計画策定に関する審議会への諮問に係る審議が終了する日まで

●応募書類
（1）応募用紙　
（2）作文「宇土のまちづくりの将来展望」をテーマに、800 字程度　※様式は自由
※市企画課および網田・網津支所で用紙を配布。市のホームページにも掲載、ダウンロード可

●応募方法 持参、郵送、ファックス、電子メールのいずれかにより提出

●応募締切 8 月 6 日（金）　（必着）

●選考方法 応募用紙、作文をもとに総合的に審査し決定。結果を応募者全員に文書で通知

●報　　酬 市の規定により、日額 5,100 円を支給

●申込み・
問い合せ先

〒 869-0492　宇土市浦田町 51　市企画課企画政策係
☎㉒ 1111  FAX㉒ 4140　　E-mail:kikaku01@city.uto.kumamoto.jp

※お酒を飲んでの参加はご遠慮ください。なお、申込みは不要ですので、当日会場にお越しください。

地区 期日 時間 会場
網 田 地 区 ７月 22 日（木） 午後７時～午後９時（予定） 網田公民館
走 潟 地 区 ７月 23 日（金） 午後７時～午後９時（予定） 走潟公民館
轟 地 区 ７月 26 日（月） 午後７時～午後９時（予定） 轟公民館
緑 川 地 区 ７月 27 日（火） 午後７時～午後９時（予定） 緑川公民館
宇 土 地 区 ７月 28 日（水） 午後７時～午後９時（予定） 中央公民館
花 園 地 区 ７月 29 日（木） 午後７時～午後９時（予定） 花園公民館
網 津 地 区 ７月 30 日（金） 午後７時～午後９時（予定） 網津公民館

宇土市総合計画特集
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自分たちの地域は自分たちで守る

　市では、【自分たちの地域は自分たちで守る】という共通の目的をもって、各地区での自主防災組織の
設置率100％を目指して啓発活動を行っています。
　未設置の行政区においては、市から説明に伺いますので、検討いただき、早期の設置をお願します。

　市では、携帯電話などのメール機能を用い、災害時の避難所開設状況などの情報をお知らせしています。現
在約800人の方が登録されています。配信は大雨・洪水などの警報が発表されたとき・震度４以上の地震が発
生したときなどです。配信内容は市内の避難所開設状況や今後の雨量などご注意いただく情報となりますので、
テレビニュースなどの速報とあわせてご活用ください。
　登録方法は、①携帯電話など受信端末でパソコン（uto-bousai-m01@city.uto.kumamoto.jp）からのメールを
受信できるよう設定し、②題名または本文に防災メール配信希望と入力したメールを（uto-bousai-m01@city.
uto.kumamoto.jp）へ送信してください。その際にお住まいの地区を入力されると該当する地区に関する情報
が送信されます（入力がない場合は市内すべての情報が送信されます）。
　配信希望のメールを送信したにもかかわらず、返信のテストメールが届かない方は、携帯電
話などのメール受信設定が正しく済んでいないことが考えられますので、設定を確認し不明な
場合は各携帯電話会社に問い合せください。
　また、メールアドレスが「．（ドット）」で始まる場合、「＠（アットマーク）」の前に「．」
がある場合、「．」が連続する場合などは、メールアドレスの変更が必要となりますので、メー
ルアドレスを変更した後、再度登録手続きを行ってください。
問い合せ先　市環境交通防災課交通防災係　☎㉒1111（内線2222・2152）

地区 行政区数（Ａ） 設置行政区数（Ｂ） 設置率（Ｂ／Ａ）
宇土地区 44 20 45.5％
花園地区 22 16 72.7％
轟地区 14 11 78.6％
走潟地区 8 8 100.0％
緑川地区 10 5 50.0％
網津地区 25 25 100.0％
網田地区 34 34 100.0％
全体 157 119 75.8％

　私のところは大丈夫、そう思ってはいませんか？
　大雨による災害の多くは、狭い範囲に短時間の強い雨が集中し
て降ることにより発生します。通常は1カ月かかって降るような雨が1日
で降ると、河川の氾濫や、山崩れ・がけ崩れなどが発生して私たち
の生活や生命を脅かすようになります。
　また、台風の接近・上陸が多くなる季節になると災害が起りやす
くなり、いつ自分のところに災害がおよぶ
か分かりません。
　非常時の持ち出し品、避難場所・危険
箇所の確認、家屋の点検補強、家族
会議など、災害に対する日頃の心がけと
備えを確認しましょう。

～日頃から災害に対する備えを万全に～

～あなたの地域に自主防災組織はありますか？～

宇土市における自主防災組織の設置状況　（平成 22.６.9 現在）

～登録していますか？宇土市防災メール配信サービス～

市消防団幹部による平成22年度総合防災訓練in熊本
の中での「月の輪工法」の訓練

QRコードからも
アドレスが読み
込めます。
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22 年 5月 6月

離婚

7月 8月 9月 10月 11月 12月

支給開始（8月分から）

申請

22 年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

支給開始（9月分から）

申請離婚

　ひとり親家庭の自立を支援するため、8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。
児童扶養手当を受給するためには、市役所での申請（認定請求）が必要です。
　11月30日までに忘れずに手続きをしてください。（11月30日を過ぎると申請日の翌月からの支給に
なります。）

児童扶養手当とは？
　◆　父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭（ひとり親家庭）の
生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

父子家庭の支給要件は？
　◆　次の①～⑤のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくして
いる場合に支給されます。

　①父母が婚姻を解消した子ども
　②母が死亡した子ども
　③母が一定程度の障がいの状態にある子ども
　※　父または養育者が公的年金を受けることができる場合や、児童が父の配偶者（事実上の婚姻関係も含む）に養育されている場合な
　　　どは、手当は支給されません。また、前年の所得の状況によっては、手当の減額・支給停止となることがあります。

手当額（月額）や支給日は？
　◆　受給資格者（ひとり親家庭の父や母など）が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得などにより
決められます。

　　○　児童１人の場合 …………… 全部支給：41,720円　一部支給：41,710円～ 9,850円
　　○　児童２人以上の加算額……２人目：5,000円　3人目以降1人につき：3,000円
　◆　支給日は12月、４月、８月の11日（土日祝日の場合はその前日）です。

父子家庭の方が受給するためには？
　◆　児童扶養手当を受給するには、市役所への申請が必要です。
　◆　申請の時期と支給開始時期の取扱いは、以下のとおりです。
　　○　既に父子家庭としての支給要件に該当している方は、８月１日より前でも申請できます。
　　○　11月30日までに申請いただくと、次の取扱いとなります。

・平成22年7月31日までに支給要件に該当している方
　⇒　11月30日までに申請をすれば、｢8月分｣ から支給されます。

・平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に
該当した方
　⇒　11月30日までに申請をすれば、｢要件に該当した日の翌月

分｣ から支給されます。

　○　11月30日を過ぎると、｢申請日の翌月分｣ からの支給になりますので、お早めに手続きをしてください。

※8月～11月分が支給されるのは12月です。

申請手続きに必要なものは？
◆　申請にあたっては、受給資格者および該当する子どもの戸籍謄本（抄本）、健康保険証の写し、預金通帳
　の写しが必要です。詳しくは、問い合せください。
問い合せ先　市子育て支援課子育て支援係　☎㉒1111（内線2813･2822）

④母の生死が明らかでない子ども
⑤その他（母が１年以上遺棄している子ども。母が１年以
上拘禁されている子ども。）

8月１日から、父子家庭にも児童扶養手当が支給されます
手続きをお忘れなく！
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子ども手当の申請はお済みですか ?
　本年４月から、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了
までの子ども一人につき月額13,000円を支給する「子ども手当」が始まりました。
　この制度の開始に伴い、新たに申請が必要な方には、郵送で通知しています。まだ手続きが済ん
でない方は、申請をお願いします。

児童申請手続きの必要な方
〇児童手当を受給していた方で、中学２・３年生の子どもがいる方
　本年３月末まで、宇土市で児童手当を受給していた方で、市内に住所を有し、中学２・３年生の子どもを養育している
方は、「子ども手当額改定認定請求書」の提出が必要になります。
　４月中旬に関係書類を送付していますので、手続きをお願いします。
〇中学２・３年生のみの子どもがいる方や所得制限などの理由により、児童手当を受給していなかった方
　市内に住所を有し、対象となる子どもを養育している方は、「子ども手当認定請求書」の提出が必要になります。４月中
旬に対象となる子どもの世帯主宛に関係書類を送付していますので、手続きをお願いします。

申請期限　9月 30 日（木）
上記期限までに認定請求などの手続きをされると、４月分まで遡って子ども手当が支給されます。
申請期限を過ぎて手続きされると、手続きをされた月の翌月分から支給されることになります。
〇出生や転入などで新たに支給対象となる方
　出生や転入などで新たに子ども手当の対象になる場合は、出生日または前市町村の転出予定日の翌日から15日以内に
「子ども手当認定請求書」または「子ども手当額改定認定請求書」を提出してください。手続きが遅れた場合は、手
当を受給できない期間が発生することがありますので注意してください。

必要書類など
　《認定請求に必要なもの》　
　　　①印鑑（シャチハタ以外）
　　　②申請者（保護者）の健康保険証の写し
　　　③申請者名義の通帳
　　　④世帯全員の住民票（本籍・続柄記載のもの）
　　　　※④は別居している子ども（本市外に在住）を養育している
　　　　　　方のみ必要

申 請 先
　市子育て支援課（福祉センター１階）
　※公務員（独立行政法人等の職員を除く）の方は、勤務先で手続きをお願いします。
　問い合せ先　市子育て支援課子育て支援係☎㉒1111（内線2813・2822）

　《額改定認定請求に必要なもの》　
　　　①印鑑（シャチハタ以外）
　　　②申請者（保護者）の健康保険証の写し
　　　③世帯全員の住民票（本籍・続柄記載のもの）
　　　　※③は別居している子ども（本市外に在住）を養育してい
　　　　　　る方のみ必要

　児童扶養手当の支給を受けている方は、毎年８月に現況届の提出が必要です。
　この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、８月以降の手当を支給できない場合がありま
すので、必ず提出してください。また、２年以上提出がないと、時効により手当の支払を受ける権利が
なくなりますので、ご注意ください。
　現在受給中の方には、８月に現況届を送付しますので、必要事項を記入し指定の期日までに提出して
ください。
　児童扶養手当の支給要件に該当される方で、まだ申請されていない方は、早めに申請してください。
また、これまで所得制限により申請されていない方は、平成22年度の所得（平成21年分収入）で手当の
見直しを行いますので、問い合せください。
　問い合せ先　市子育て支援課子育て支援係　☎㉒1111（内線2813･2822）

現在、児童扶養手当の支給を受けている方へ
「８月は、児童扶養手当の現況届提出の月です」
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お忘れではありませんか！          ！ 
　対象となる方には、年金裁定センターから7月上旬までに「現況届」が送付されますので、必要事
項を記入し、7月末までに市市民課市民年金係まで提出してください。
　なお、現況届に併せて診断書を提出しなければならない場合は、現況届欄のある診断書が送られ
てきますので、医師に記入してもらい、期限までに提出してください。

申込み・問い合せ先　熊本県国民年金基金　☎096（387）2220または☎0120（65）4192
　国民年金基金は、国民年金（老齢基礎年金）に上乗せする公的な年金制度です。
　自分自身の老後に備えて年金額を増やしませんか。掛金は全額が保険料控除になります。
①　公的な年金ですから、安心して加入できます。
②　20歳以上60歳未満で国民年金の保険料を納めている第1号被保険者なら、どなたでも加入できます（農業者年金
に加入の方は、加入できません）。
③　加入を希望する時のいつからでも加入できます。掛金額は、性別、加入する時の年齢、加入する型により決まります。
※ 加入年齢が低いほど、少ない掛金で大きな年金が約束されます。
④　掛金の支払いは60歳まで、年金の受取りは65歳から（Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型は60歳から）。
⑤　加入する型には、終身年金のＡ型・Ｂ型と確定年金のⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型の7種類があります。この中から、
ご自分で自由に設計できます。
⑥　掛金限度額は、月額68,000円以内であれば何口でも加入できます。
⑦　納めた掛金は、確実に自分の年金になります。
⑧　掛金は、全額社会保険料控除の対象となります。また、年金も公的年金控除等が適用され所得税、住民税などの
節税効果があります。
　詳細については、問い合せください。

国民年金基金に加入して年金を増やしませんか

7月は障害基礎年金の現況届提出月です

国民年金からのお知らせ
熊本東年金事務所　☎ 096（367）8144
市市民課市民年金係　☎㉒ 1111（内線 2165・2166）

年金に関する
問い合せ先

新たな高齢者医療制度のあり方について
公聴会が福岡市で開催されます。

日時　８月２日（月）　午後１時～３時 30 分
場所　アクロス福岡イベントホール（福岡市中央区天神１丁目１番１号）
定員　900 人
内容　○新たな高齢者医療制度案の概要　
　　　○参加者との意見交換
申込方法　県後期高齢者医療広域連合ホームページや市保険課の窓口に備え付けの参加申込書で郵送やＦＡＸ
　　　　　で申し込んでください。
申込期限　７月19日（月）　郵便の場合は当日消印有効
※参加費は無料。入場券がないと参加できない場合があります。
問い合せ先　厚生労働省保険局高齢医療課　☎ 03（3504）1210（内線 3198）

　熊本東年金事務所から職員が年金相談および手続きについての出張相談を行っています。
　期日 　7月20日（火）・8月17日（火）・９月21日（火）
　時間　午前10時～午後3時
　会場　市福祉センター 2階会議室　※　市役所開庁時間は8時30分からです。

年金事務所 
年金相談
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　お持ちの国民健康保険証の有効期限は、７月31日までとなっています。８月１日からの新しい国
民健康保険証は、７月末までに各世帯に簡易書留で郵送します。
　新しい保険証は、国民健康保険証は茶色、70 歳から74 歳の方に交付する高齢受給者証は藤
色です。

◆簡易書留で郵送します
　保険証は簡易書留で郵送しますので、保険証が届いたら、住所・氏名などの記載内容を確認してください。配達時
に留守などで受け取ることができなかった場合には、「郵便物等お預かりのお知らせ」が投函されます。保険証の再配
達または、郵便局の窓口で受取を希望される方は、必ず事前に投函されたお知らせに記載された連絡先に連絡してく
ださい。事前に連絡がない場合には、すぐに窓口受取できませんのでご注意ください。

　保険証は郵便局（集配センター）で保管していますので、「郵便物等お預かりのお知らせ」
に記載された連絡先に連絡してください。市役所では受け取ることができません。また、窓口
受取には、「郵便物等お預かりのお知らせ」と身分証明書が必要です。
※窓口受取時間…平日午前９時～午後７時、再配達可能時間…午後９時まで
　網田地区は三角郵便局管轄ですが、事前連絡していただければ網田郵便局で受け取りで
きます。

　旧保険証は、市役所保険課・網津支所・網田支所へ返却されるか、各自で処分してください。旧保険証はうす緑色、
旧高齢受給者証は白色です。
　新たに短期保険証に該当される世帯については、別途通知します。７月下旬に市役所で納税相談を行った後、窓口
交付となります。

　今お持ちの国民健康保険限度額適用・標準負担額減額
認定証の有効期限は、７月３１日となっています。
　現在入院中の方および８月中に入院予定の方は、認定証
の更新が必要です。更新は、８月１日から受付できます
ので８月中に更新をしてください。８月中に更新手続きをさ
れない場合は、申請された月からの適用になりますので更新
漏れのないようご注意ください（代理の方でも、手続きがで
きます）。
問い合せ先　市保険課国民健康保険係
　　　　　　☎㉒ 1111（内線 2164・2167）

事務整理のため郵便局での窓口受取、再配達ともにできません。

市保険課（網田地区は８月３１日まで網田支所）でお渡しします。
旧保険証と印鑑、運転免許証等の身分証明書を持参してください。

◆保険証を受け取ることができなかった時

限度額適用・
標準負担額減額認定証の
更新は８月１日から

県水俣病保健課からの
お知らせ

電話での問い合せ　統括コールセンター　☎ 096（233）4420

８月１、２日

7月31日まで

８月３日以降

　県が実施している水俣病総合対策医療事業に
おける、青色の保健手帳（療養費のみ給付）の
申請受付が７月３１日（土）に終了します（当日消
印有効）。
　対象となる方は、かつて水俣湾またはその周辺
の汚染された魚などをたくさん食べた方のうち、両
手足の先などに感覚障害をお持ちの方です。保
健手帳の申請をお考えの方は、お急ぎ県へ申請く
ださい。
問い合せ先　県水俣病保健課☎ 096（333）2306

宇土市国民健康保険に加入の皆さん
国民健康保険証の更新は８月１日です
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　65 歳以上の方全員（すでに要介護、要支援の認定を受けている方は除きます）に、生活機能
に関する基本チェックリストを７月中にお送りします。

　何のために？          
　介護予防事業を効果的に実施するために必要です。基本チェックリストなどで元気な高齢者と要介護状態になるおそ
れのある高齢者（特定高齢者）を把握して、それぞれにあった事業を行います。

○問診・身体計測・心電図・血液検査など
※生活機能検査にかかる自己負担はありません

生活機能の向上が見られ、
介護が必要となる心配がなく
なったら

問い合せ先　市保険課介護保険係　☎㉒１１１１（内線 2155）  ・  地域包括支援センター　☎㉔ 1555

介護予防プログラムの参加をご案内し、元気な生活を送るためのお手伝いをします

【開催時期】　平成 22 年９月～ 11 月、　平成 23 年１月～３月 
【開催回数】　全 12 回　（週１回、２時間程度）  
【利 用 料】　１回 300 円、送迎片道 100 円  
【開催場所】　あさひコート（本町）、景雅苑（上網田町） 
【プログラム内容】　運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、認知症・うつ予防
　　　　　　　　　（各専門スタッフが指導・相談します）  

≪介護予防事業参加までの流れ≫

　８月 31 日（火）までに必ず、返信してください。

基本チェックリストの案内が届く

基本チェックリストに記入する

生活機能評価受診券が届く

市内指定の医療機関で生活機能評価を受ける

検査の結果、生活機能の
低下があり介護が必要と
なる心配のある方 

検査の結果、生活機能の低下
が見られず、今のところ介護
が必要となる心配がない方

介護予防教室
  （お元気クラブ）に参加しましょう
【参加資格】　65 歳以上の方はどな
　　　　　　 たでも参加できます
【参 加 費】　無料  
【開催場所】　各地区の公民館 
（開催していない公民館もありますので
下記へお問い合せください） 

返信用封筒に入れてポストに投函する

特定高齢者の基準に該当しない方 特定高齢者の基準に該当した方のうち、「介護予防プログラ
ムに参加してみたい」と答えていただいた方

介護予防事業の『基本チェックリスト』を返信してください！
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問い合せ先　市保険課国民健康保険係　☎㉒ 1111（内線 2164・2167）

　現在お持ちの保険証（黄色）の有効期限は、７月３１日までとなっています。
新しい保険証（オレンジ色）は７月中に簡易書留で郵送しますので、８月１日からは新しい保険証をお使いください。
　なお、新しい保険証（オレンジ色）に記載してある一部負担金の割合は、平成２２年度の住民税の課税所得を
もとに判定しています。
　また、現在お持ちの保険証（黄色）は８月１日以降に、市保険課国民健康保険係または各支所へお返しいた
だくか、各自で処分してください。

　すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」（黄色）をお持ちの方は、７月３１日で期限切れとなりますので、
８月１日から引き続き該当される方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」（オレンジ色）を郵送します。
　また、入院中（予定）の方でまだ「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでない方は、国民健康
保険係にご相談ください。
＊世帯全員が住民税非課税の方が対象となります。

　臓器移植に関する法律の改正により、保険証に「臓器提供に関する意思表示欄」が設けられることになりました。
今年度は、保険証の裏面に「臓器提供意思表示シール」を貼ることで臓器提供に関する意思表示ができます。
　「臓器提供意思表示シール」をご希望の方は、８月中旬から、市保険課国民健康保険係および各支所に用意
していますので、ご利用ください。
※ 臓器提供の意思表示は任意です。また、臓器を提供しない意思表示も可能です。

後期高齢者医療被保険者証（保険証）について

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証について

臓器提供に関する意思表示について

後期高齢者医療被保険者の方へ（お知らせ）

公共施設の指定管理者を募集します！
■指定管理者制度とは
　指定管理者制度とは、公（おおやけ）の施設の管理に民間の能力や創意工夫を取り入れることにより、
利用者サービスの向上と効率的な管理運営を行うことを目的に、地方自治法の改正（平成 15 年 9 月施行）
により創設された制度です。

募集スケジュール
（予定）

8月…募集要項の配布
8月…申請書受け付け
9月～10月…候補者選定
12月…指定管理者の指定の議決
平成23年4月…管理開始

募集要項 8月 2日（月）から、公募する施設を所管する担当課で募集要項を配布します。

その他 募集要項配布期間や応募説明会、指定申請書提出期間などは各施設により異なりますので、
それぞれ募集要項でご確認ください。

問い合せ 市企画課企画政策係　☎㉒ 1111（内線2221）　Fax㉒ 4140
※各施設の募集内容などについては、各担当課へ問い合せください。

■指定管理者募集施設（予定）
施設名 所在地 担当課 電話

健 康 福 祉 館
（あじさいの湯） 網津町2283 福祉課 ☎㉒ 1111

（内線2812）

老 人 福 祉 セ ン タ ー
西部老人福祉センター

新小路町138-2
下網田町1931 福祉課 ☎㉒ 1111

（内線2812）

宇 土 マ リ ー ナ 下網田町3084-1 商工観光課 ☎㉒ 1111
（内線2326）

市 民 会 館 新小路町123 文化課 ☎㉓ 0156
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図書館からのお知らせ
■■■■ 新 　刊　 案　 内 ■■■■ 

※下記以外にも新刊はたくさん入っています。図書館ホームページにも掲載していますのでご覧ください。

【らっこのじかん】

７月 15 日（木）・19 日（月）・22 日（木）・29 日（木）
８月５日（木）・12 日（木）

毎週木曜日・祝日・年末年始休館・蔵書点検休館

休館日

問い合せ先　市立図書館　☎㉒ 4512　HP　http://www.city.uto.kumamoto.jp/lib

一 般 書
あたりまえだけどなかなかできな
い雑談のルール 松橋　良紀著

１日１分！骨盤ゴロ寝ダイエット 松岡　博子著

宇宙主夫日記 山崎　大地著

大人が楽しむアサガオＢＯＯＫ  田旗　裕也著

御隠居忍法恨み半蔵 高橋　義夫著

「生存者（サバイバー）」と呼ばれ
る子どもたち 宮田　雄吾著

死ねばいいのに 京極　夏彦著

18歳から読む就「勝」本 舞田　竜宣著

脳科学おばあちゃん久保田カヨ子
先生の誕生から歩くまで 0～ 1 才
脳を育むふれあい育児

久保田　競著

マイケル・ジャクソン全記録 エイドリアン・グラ
ント著

児 童 書
ここにも、こけが・・・ 超智　典子著

雑木林のおくりもの 今森　光彦著

すきがいっぱい ガース・ウィリアム
ズ著

どうしちゃったの？ねずみくん 上野　紀子著

せかいいち　おいしいスープ マーシャ・ブラウン
著

ねずみのいえさがし ヘレン・ピアス著

かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん 原　ゆたか著

とどろヶ淵のメッケ 富安　陽子著

紙芝居　たけのこほりほり 土田　義晴著

紙芝居　みつばちはにーちゃん 仲川　道子著

中高生向け（ヤングアダルトコーナー）

旅に出よう　
－世界にはいろんな生き方があふれてる－ 近藤　雄生著

怪談〈新装版文芸まんがシリーズ〉 小泉　八雲 /原作

走れメロス・富岳百景〈新装版文
芸まんがシリーズ〉 太宰　治 /原作

やせっぽっちの死刑執行人　上・下 Darren  Shan/ 作

みんなおいでよ！図書館へ

● 幼児・小学生のおはなし会 ●

７月 21日（水）　ひまわり会・ＡＬＴ
　　 28 日（水）　ひまわり会
８月４日（水）　宇城子ども劇場
       11 日（水）　熊日童話会
日時　　毎週水曜日　午後２時と午後４時
場所　　市立図書館１階　児童図書室

●  0・1・2歳児のおはなし会  ●

７月 27日（火）・８月 10 日（火）
日時　毎月第２・第４火曜日　午前 10 時 30 分～
場所　市立図書館１階　児童図書室

●  夏のおはなし会開催  ●

日時　８月７日（土）　午前 10 時～（約 50 分）
場所　市立図書館 1階　郷土資料室
講師　けんぐんつつじ文庫　代表　二神陽子さん
『パネルシアターでたのしむ夏のおはなし会』
絵本とあわせて、夏の星座の物語など楽しい内容で
す。いっしょに楽しい時間を過ごしましょう！

● 語りかける「愛情」で、赤ちゃんの幸せ広げたい ●
　ブックスタートはすべての赤ちゃんのまわりで楽しくあたた
かいひとときが持たれることを願い、一人ひとりの赤ちゃん
に絵本を手渡す活動です。

● ブックスタートで広がるやさしい時間 ●
　市では平成 18 年度から、
保健センターの 3カ月健診で
行っています。そして、市立
図書館児童室では毎月第 2・
４火曜日の午前 10 時 30 分か
ら赤ちゃんを対象としたおはな
し会「らっこのじかん」も好
評です。最近、おはなし会の
あとも図書館でゆっくり過ごされるお母さんも見受けられま
す。ブックスタートから広がるやさしい時間が、ご家庭でも
持たれることを願っています。

【えほんのじかん】
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水道メーター器の使用有効期間は、計量法に基づき８年間と定められています。
平成１5年に取り付けまたは交換を行ったメーター器が対象となります。
７月中旬から交換作業を行いますが、交換料金は無料となります。
該当世帯には、交換前に「水道メーター器交換のお知らせ」を水道業者から配布します。
お留守の場合でも交換させていただきますので、ご協力をお願いします。
また、交換時期は、メーター器の有効期限によりますので、ご近所と交換時期が異なる場合もあります。

（交換時の御協力についてのお願い）

１．交換作業は、市長印付の身分証明書（下記参照）を携帯した交換業者が訪れ、細心の注意
を払って行います。浄水器を販売したり、交換手数料を請求する事はありません。「おかしい
な？」と感じたら、身分証明書の提示を求めるか、市水道課まで問い合せください。

２．交換作業は、２０分程度の断水をして行います。大変不便をおかけしますが、 ご協力をお願い
します。

３．交換作業に伴い、メーター器付近の配管の交換工事を合わせて行う場合があります。

４．メーターボックス上の自家用車などは交換作業時、移動していただく場合があります。

＊交換工事で代金をいただくことはありません。

（身分証明書）

・上記のようにメーター器交換には、それ程場所をとりませんが、お留守の際には、下記の事項にご注意ください。

・ペットはメーター器や出入り口から離してつないでおいてください。 
・メーターボックスの上に、物を置いたり、車を止めておかないでください。

 問い合せ先　市水道課☎㉒ 1111（内線 2533）

水道メーター器交換にご協力ください

宇市水第　　○　　号
　　　　　身分証明書
氏　　名　宇土　太郎
生年月日　昭和○年○月○日
会社住所　宇土市浦田町○○
商号又は名称 （株）宇土水道設備
 
上記の者は、宇土市が実施する量水器取替えに伴う量
水器取替業務委託を請けた者であることを証明する。

　　発 行 日　平成○年○月○日 
　　有効期限　平成 23 年 3月31日

宇土市長　　元　松　茂　樹 

写真

宇土市長㊞
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大盛況！
「シリーズ再検証・小西行長」講演会（第５回）

チームワークを大切に
地区対抗軟式野球大会

　６月６日、市民会館大会議室で「シリーズ再検証・小西行
長」講演会（第５回）が南九州城郭談話会との共催で開催
されました。
　同談話会長で鹿児島国際大学短期大学部名誉教授の三
木靖さん、多良木町教育委員会の鶴嶋俊彦さん、市教育委
員会の藤本貴仁さんが講演。三木さんは15 世紀中盤から
17 世紀序盤までの肥後領国をめぐる歴史を紹介。鶴嶋さん
は「小西行長築城の城郭群」と題し、宇土城や小西が支城
とした麦島城などの城郭について説明。藤本さんは宇土城の
過去の発掘調査結果を盛り込みながら、本丸の位置につい
て持論を発表。講演者３人によるパネルディスカッションも行わ
れ、約 180 人の聴衆で賑わいました。

　６月６日、市運動公園グランドで第 14 回宇土市地区
対抗軟式野球大会が開催され、市内７地区の40 歳以上
の男性 129 人が参加しました。
　開会式では前年度優勝の網田地区の村田英治選手が
力強く選手宣誓。各チームとも熱戦を繰り広げ、決勝戦で
は、宇土地区と花園地区の対戦となり、宇土地区は３回
表までに４得点を挙げたものの、３回裏に花園地区が９
得点、さらに４回裏に２得点を挙げ、逆転。打撃に勝る
花園地区が優勝を果たしました。結果は次のとおりです。
　優勝　花園地区体育会
　２位　宇土地区体育会
　３位　網田地区体育会・緑川地区体育会 優勝した花園地区体育会の皆さん

マンドリンの音色に癒される
第１９回紫陽花マンドリンコンサート
　６月13日、市民会館で第 19回紫陽花マンドリンコンサー
トが開催され、市内外から訪れた約６００人の観客が花と
音のイベントを満喫しました。同コンサートは、例年住吉自
然公園で開催していますが、雨天が予想されたため「紫
陽花ストリート展」（市商工会主催）メイン会場の同会館で
実施。
　出演者は、鶴城中合唱部や住吉中文化部、網津保育
園などの７団体、約 120 人。「野に咲く花のように」や「ほ
たるこい」など計 24曲を披露し、優しいマンドリンの音色
や歌声で観客を魅了しました。
　フィナーレでは、同コンサートのために作られた「あじさい
の歌」などを、出演者全員で合同演奏して締めくくりました。 出演者全員で「あじさいの歌」を披露

一生懸命歌いました

多くの方が駆けつけました
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　６月３日、市民会館大会議室で同事業の指導者を対象
に事前研修会が開催され、関係者ら約 50 人が参加しま
した。
　研修会では、宇土小学校でうと地蔵祭りの由来や造り物
について講話した浦上清さんが指導者の立場から、また、
花園小学校の小林敏子教諭がガーデンリーフ・フラワーにつ
いての指導を受けたときの感想や指導者に対してお礼を交え
た体験発表を行いました。アトラクションでは宇土おじゃめ愛
好会の皆さんがお手玉の披露を行い、参加者たちは懐かし
そうに見入っていました。
　最後に「地域の中のボランティア活動」と題して宇城市立
豊福小学校長の三角幸三校長の講演がありました。

■ 人材活用事業って？
　今までにいろいろな人生経験（職業、学習など）を積み重ね、さまざま知識や技術をお持ちの地域の方を募り、人材
バンクに登録し、指導者・援助者として学校をはじめ団体や地域の要請に応じて派遣する事業です。
　指導者・援助者の方と、子どもたちや地域の方とが交流し、ともに学ぶことによって心豊かな人づくり、地域づくりを目
指すものです。
　市教育委員会には、現在 236 人の方が登録され活動中。指導内容は、歴史と伝統・文化の伝承、生産活動、自
然体験活動、文化芸術活動、科学技術の習得、健康スポーツ活動、ボランティア活動等の支援、講話などさまざまです。

■ 派遣先は？
　市内小中学校、保育園、学童クラブなどの営利を目的としない団体・地域
（すでに活動しているサークルまたはクラブ活動をのぞく）。

■ 利用申込みはどうするの？
　利用希望の方は、市教育委員会生涯学習課備え付けの指導者派遣申
請書に希望日時、場所、指導内容、人数などを記入して申し込んでください。
※利用は原則として無料ですが、会場使用料、材料費等が必要な場合は
実費負担となります。
※指導者登録も随時受付けています。
詳細は市教育委員会生涯学習課　☎㉒ 6510 へ問い合せください。

世代間の交流に
宇土市人材活用事業事前研修会

共に環境保護に努めよう
九州電力㈱が苗木の寄贈
　６月4日、九州電力（株）宇城営業所（横山由郎所長）
からつつじや観葉植物などの苗木424本が寄贈され、市内
小中学校などに配布されました。
　横山所長は「環境・エネルギー問題について、地域の
皆さんと一緒に考え、市の環境保護に貢献していきたい」
とあいさつ。元松茂樹市長は「大事に育てていきます」と
お礼を述べました。
　また、寄贈されたつつじ50本については、６月９日に九
州電力（株）宇城営業所の職員13人により、つつじヶ丘農
村公園に植栽されました。つつじヶ丘農村公園でのつつじの植栽

見事なお手玉を披露

2月24日、宇土小学校にて中村信子さんによる「盲
導犬とのくらしの様子について」の講話
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特
別
児
童
扶
養
手
当
に

　
　

つ
い
て
の
お
知
ら
せ

●
身
体
（
内
部
疾
患
を
含
み
ま
す
）

ま
た
は
知
的
・
精
神
に
中
程
度

以
上
の
障
が
い
の
あ
る
20
歳
未
満

の
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
も

し
く
は
母
、
ま
た
は
父
母
に
代

わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
方
（
養
育
者
）
に
対
し
て
支

給
さ
れ
る
手
当
で
す
。
た
だ
し
、

障
が
い
を
事
由
に
年
金
が
支
給

さ
れ
て
い
る
場
合
や
、
児
童
福
祉

施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る
場
合

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

☆
現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く
!!

※
現
在
受
給
中
の
方
に
は
、
福
祉

課
か
ら
現
況
届
を
送
付
し
ま

す
。
期
限
内
（
８
月
11
日
か
ら

９
月
10
日
ま
で
）
の
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
支
給
要
件
に
該
当
さ
れ
る
方

で
、
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な
い

方
は
、
早
め
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
所
得
制
限
に
よ

り
申
請
さ
れ
て
い
な
い
方
に
つ

い
て
は
、
福
祉
課
ま
で
連
絡
く

だ
さ
い
。

問
い
合
せ
先　

市
福
祉
課
福
祉
政

策
係
☎
㉒
１
１
１
１
（
内
線
２
８
１

４
）

障
害
児
福
祉
手
当
に

　
　

つ
い
て
の
お
知
ら
せ

●
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神
に
重

度
の
障
が
い
が
あ
り
、
日
常
生

活
で
常
に
介
護
を
必
要
と
す
る

20
歳
未
満
の
方
に
対
し
て
支
給

さ
れ
る
手
当
で
す
。

●
手
当
額　

月
額
１
４
３
８
０
円

（
２
・
５
・
８
・
11
月
に
そ
れ
ぞ

れ
前
月
ま
で
の
３
カ
月
分
が
支

給
さ
れ
ま
す
。）

●
所
得
に
よ
る
支
給
制
限
が
あ
り

ま
す
。

●
障
が
い
程
度
の
認
定
は
、
原
則

と
し
て
認
定
請
求
の
際
に
診
断

書
を
提
出
い
た
だ
き
審
査
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
次
に
該
当
す
る
場
合
は
手
当
を

受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
施
設
に
入
所
し
た
場
合

・
障
が
い
を
支
給
事
由
と
す
る
給

付
（
障
害
年
金
等
）
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
場
合

・
障
が
い
の
程
度
が
法
令
に
定
め

る
状
態
に
該
当
し
な
く
な
っ
た

場
合

問
い
合
せ
先　

市
福
祉
課
福
祉
政

策
係
☎
㉒
１
１
１
１
（
内
線
２
８
１

４
）

特
別
障
害
者
手
当
に

つ
い
て
の
お
知
ら
せ

●
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神
に
重

度
の
障
が
い
が
あ
り
、
日
常
生

活
で
常
に
介
護
を
必
要
と
す
る

20
歳
以
上
の
在
宅
の
方
に
対
し

て
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

●
手
当
額　

月
額
２
６
４
４
０
円

（
２
・
５
・
８
・
11
月
に
そ
れ
ぞ

れ
前
月
ま
で
の
３
カ
月
分
が
支

給
さ
れ
ま
す
）

●
所
得
に
よ
る
支
給
制
限
が
あ
り

ま
す
。

●
次
に
該
当
す
る
場
合
は
手
当
を

受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
施
設
に
入
所
し
た
場
合

・
病
院
・
診
療
所
に
３
カ
月
を
超

え
て
入
院
し
て
い
る
場
合

・
障
が
い
の
程
度
が
法
令
に
定
め

る
状
態
に
該
当
し
な
く
な
っ
た

場
合

※
資
格
喪
失
要
件
に
該
当
し
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
手
当
を
受
給

し
た
場
合
は
、
そ
の
間
の
手
当

を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

☆
現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く
!!

※
現
在
受
給
中
の
方
に
は
、
福
祉

課
か
ら
現
況
届
を
送
付
し
ま

す
。
期
限
内
（
８
月
11
日
か
ら

９
月
10
日
ま
で
）
の
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
各
障
が
い
の
程
度
の
詳
し
い
認

定
基
準
な
ど
不
明
な
点
に
つ
い

て
は
、
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
せ
先　

市
福
祉
課
福
祉
政

策
係
☎
㉒
１
１
１
１
（
内
線
２
８

１
４
）

旧
日
本
赤
十
字
社

救
護
看
護
婦
の
皆
さ
ん
へ

内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状
を
贈
呈

し
ま
す

　

先
の
大
戦
に
お
い
て
、
外
地
な
ど

（
事
変
地
の
区
域
ま
た
は
戦
地
の

区
域
）
に
派
遣
さ
れ
、
戦
時
衛
生

勤
務
に
従
事
さ
れ
た
旧
日
本
赤
十

字
社
救
護
看
護
婦
の
方
（
慰
労
金

受
給
者
を
除
く
）
に
対
し
て
、
そ

の
ご
苦
労
に
報
い
る
た
め
、
内
閣
総

理
大
臣
名
の
書
状
を
贈
呈
し
て
い

ま
す
。

　

本
人
ま
た
は
ご
家
族
な
ど
か
ら
の

ご
連
絡
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

請
求
期
限　

平
成
23
年
３
月
31
日

※
詳
細
は
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
せ
先　

総
務
省
大
臣
官
房

総
務
課
管
理
室

☎
０
３
（
５
２
５
３
）
５
１
８
２
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夏
季
資
源
ご
み
特
別
収
集

に
つ
い
て

　

今
年
も
例
年
ど
お
り
夏
季
資
源

ご
み
特
別
収
集
を
行
い
ま
す
。

　

今
ま
で
資
源
ご
み
を
出
せ
な

か
っ
た
方
は
こ
の
機
会
に
出
し
ま

し
ょ
う
。

　

ま
た
、
今
回
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

の
キ
ャ
ッ
プ
も
回
収
し
ま
す
。
た

だ
し
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
本
体
か
ら

外
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　

８
月
22
日
（
日
）
午
前
８

時
〜
午
前
11
時
（
雨
天
決
行
）

場
所　

市
役
所
本
庁
（
本
庁
舎
裏

駐
車
場
）・
網
津
支
所
・
網
田
支

所問
い
合
せ
先　

市
環
境
交
通
防
災

課
環
境
政
策
係
☎
㉒
１
１
１
１

（
内
線
２
８
２
３
）

下
水
道
（
公
共
・
漁
集
）

処
理
区
域
内
の
世
帯
の
方
へ

　

昨
年
４
月
か
ら
、
公
共
下
水
道

に
続
い
て
戸
口
町
と
下
網
田
町
の

一
部
に
お
い
て
漁
業
集
落
排
水
施

設
が
供
用
開
始
と
な
り
ま
し
た
。

　

下
水
道
は
、
公
衆
衛
生
の
向
上

や
河
川
お
よ
び
有
明
海
の
水
質
保

全
の
役
割
を
担
う
な
ど
、
健
康
で

快
適
な
生
活
を
送
る
う
え
で
必
要

不
可
欠
な
基
盤
施
設
で
す
。

　

こ
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ

き
、
公
共
下
水
道
や
漁
業
集
落
排

水
施
設
の
処
理
区
域
内
に
お
住
ま

い
で
、
ま
だ
下
水
道
へ
接
続
さ
れ

て
い
な
い
世
帯
は
、
ぜ
ひ
早
期
の

接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。
詳
細
は

問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
せ
先　

▼
現
場
（
本
管
）
工
事
：
市
農
林

水
産
課
☎
㉒
１
１
１
１
（
内
線

２
３
１
４
・
２
３
１
５
）

▼
宅
地
内
（
排
水
設
備
）
工

事
・
料
金
：
市
下
水
道
課
☎
㉓

２
３
７
１

市
民
プ
ー
ル
、
市
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル
が
開
園

　

市
内
の
プ
ー
ル
を
開
園
し
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
市
民
プ
ー
ル
（
旭
町
）

期
間　

７
月
１
日
（
木
）
〜
８
月

31
日
（
火
）

時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
６
時

休
園
日　

８
月
15
日
（
日
）・
８

月
28
日
（
土
）
※
地
蔵
ま
つ
り
水

泳
大
会
の
た
め

◎
市
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル

（
花
園
町
）

期
間　

７
月
21
日
（
水
）
〜
８
月

31
日
（
火
）

時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

料
金　

一
般
２
０
０
円
、
高
校
生

以
下
１
０
０
円

休
園
日　

毎
週
月
曜
日
・
８
月
15

日
（
日
）

問
い
合
せ
先　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
う
と
ス

ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
☎
㉓
３
４
７
２

平
成
22
年
度
第
１
回
・
第
２

回
消
防
設
備
士
試
験
開
催

◆
試
験
日
・
種
類

第
１
回
試
験
：
９
月
５
日
（
日
）

　

甲
種　

特
類
・
第
１
・
２
・
３
・

　
　
　
　

４
・
５
類

　

乙
種　

第
１
・
２
・
３
・
４
・
５
・

　
　
　
　

６
・
７
類

第
２
回
試
験
：
９
月
12
日
（
日
）

　

甲
種　

第
１
・
２
・
３
・
４
・
５
類

　

乙
種　

第
４
・
６
・
７
類

会
場　

開
新
高
校

申
込
受
付
期
間　

７
月
28
日
（
水
）

〜
８
月
６
日
（
金
）
※
郵
送
の
場

合
は
８
月
６
日
の
消
印
有
効
。

※
電
子
申
請
も
可
能
で
す
。

願
書
請
求
・
問
い
合
せ
先

（
財
）
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

熊
本
県
支
部
☎
０
９
６
（
３
６
４
）

５
０
０
５

■ 「太陽光発電システム設置費補助金」２次募集のお知らせ
太陽光発電システム設置費補助金の２次募集を開始します。
受付は先着順になっておりますので、早めに申請ください。
受付開始日　7月20日（火）　　補助金の額　最大出力 1kwあたり3万円（限度額 10 万円）
申請方法　宇土市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書に必要な書類を添えて、提出してください。
（郵送不可）
※申請書などの関係書類は市ホームページからダウンロードできます。詳しくは、問い合せください。

■ スプレー缶の出し方
　スプレー缶は、中身を使い切り、風とおしの良いところで穴を開けて、
資源の日にアルミかスチールに分けて出してください。
　穴を開けずに出すと、清掃センターや資源ごみ処理施設の火災の原
因や、ごみ収集運搬時のパッカー車爆発事故の原因になります。

申込み・問い合せ先　市環境交通防災課環境政策係
　　　　　　　　　　☎㉒ 1111（内線 2823）

環境交通防災課からのお知らせ

穴を開けずに出すと…
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家庭教育シリーズ
◆子どもはＳＯＳがうまく言えない。
　親のイライラした感情やスキンシップの不足、過保護・過干渉などは子
どもの心の健康に影響を及ぼし、それは、しばしば身体的なサインになっ
て現れます。
　腹痛・吐き気・下痢・食欲不振・めまい・頭痛・発熱といった症状や過
食・不眠・指しゃぶり・爪かみといった行動までさまざまなサインがあり
ます。サインに気づいたら、病気だと心配するだけでなく、心の問題が原
因になっていないか考えましょう。
　｢気のせいだ｣ ｢わがまま｣ ｢ズル休み｣ というような言葉で片づけず、
様子をよく見、話をよく聞き、理解しようとする姿勢が大事です。
　また、かかりつけの医師にもよく相談してみましょう。

家庭教育シリーズ ⑪ 乳幼児編

（文部科学省　「家庭教育手帳　乳幼児編」から抜粋）
問い合せ先　市生涯学習課　☎㉒ 6510

“ 子どもの身体や行動に現れるサインを見逃さない ”

毎
年
大
好
評
の
夏
休
み
子
ど

も
定
期
券　
「
Ｋ
ｉ
ｄ
ｓ
パ
ス
」

を
発
売
!!

　

今
年
も
県
内
の
バ
ス
事
業
者
が

協
力
し
て
、
夏
休
み
期
間
中
に
小

学
生
以
下
を
対
象
と
し
た
、
便
利

な
夏
休
み
子
ど
も
定
期
券
「
Ｋ
ｉ

ｄ
ｓ
パ
ス
」
を
発
売
し
ま
す
。
こ

の
子
ど
も
定
期
券
を
利
用
す
る

と
、
夏
休
み
期
間
中
は
熊
本
市
内

の
全
バ
ス(

路
線
バ
ス
の
み)

・

電
車
に
乗
車
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
お
買
い
求
め

く
だ
さ
い
。

発
売
開
始
日　

７
月
７
日
（
水
）

利
用
期
間　

７
月
21
日
（
水
）
〜

８
月
31
日
（
火
）

対
象
者　

小
学
生
以
下
（
居
住
地

不
問
）

発
売
場
所　

熊
本
市
交
通
局
営
業

課
、
交
通
セ
ン
タ
ー
、
産
交
バ
ス

営
業
所
、
電
鉄
バ
ス
本
社
・
３
駅
、

ム
サ
シ
プ
ラ
ザ
、
熊
本
バ
ス
本
社
・

営
業
所
、
熊
本
都
市
バ
ス
本
山
営

業
所

必
要
書
類　

顔
写
真
（
縦
3.0
㎝
×

横
2.5
㎝
）、
学
校
名
と
学
年
が
わ

か
る
も
の
（
名
札
な
ど
）

発
売
金
額　

１
０
０
０
円

利
用
範
囲　

熊
本
市
電
・
熊
本
市

営
バ
ス
全
線
、
電
鉄
電
車
・
電
鉄

バ
ス
全
線
、
産
交
バ
ス
（
一
部
除

く
）、
熊
本
バ
ス
（
区
間
指
定
）

問
い
合
せ
先　

産
交
バ
ス
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー　

☎
0
9
6
（
3
2
5
）

0
1
0
0

住
宅
用
火
災
警
報
器
の

　
　
　
　
　

設
置
義
務
化

　

平
成
16
年
の
消
防
法
改
正
に
よ

り
、
新
築
住
宅
は
平
成
18
年
６
月

か
ら
、
既
存
住
宅
に
お
い
て
も
平

成
23
年
６
月
ま
で
に
、
住
宅
用
火

災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら

れ
ま
し
た
。
住
宅
火
災
に
よ
る
死

者
の
約
６
割
が
逃
げ
遅
れ
に
よ
る

も
の
で
す
。
こ
こ
数
年
の
住
宅
火

災
の
死
者
の
状
況
を
見
る
と
約
半

数
が
逃
げ
遅
れ
に
よ
る
も
の
と

な
っ
て
お
り
、
住
宅
用
火
災
警
報

器
の
設
置
が
進
む
こ
と
に
よ
っ
て

火
災
の
早
期
発
見
が
可
能
に
な

り
、
死
者
数
の
大
幅
な
軽
減
が
期

待
さ
れ
ま
す
。

悪
徳
販
売
業
者
に
ご
注
意
！！

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
等
の
設
置

義
務
化
を
契
機
と
し
て
、
不
適
正

な
価
格
に
よ
る
販
売
や
、
無
理
や

り
販
売
を
行
う
業
者
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

◆
「
今
だ
け
」・「
あ
な
た
だ
け
」

な
ど
と
契
約
を
急
が
せ
る
業
者
に

は
要
注
意
！ 

　

火
災
警
報
器
の
設
置
に
つ
い

て
、「
す
ぐ
に
〜
」
と
か
「
こ
の

警
報
器
を
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
な
ど
と
、
設
置
を
迫
る

業
者
に
は
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

◆
公
共
機
関
の
職
員
が
一
般
住
宅

を
訪
問
し
、
火
災
警
報
器
を
販
売

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
た

か
も
消
防
職
員
の
よ
う
な
服
装
や

言
動
で
訪
問
し
、
勧
誘
す
る
業
者

が
い
ま
す
。
市
町
村
や
消
防
署
が

火
災
警
報
器
な
ど
を
売
り
歩
い
た

り
、
ま
た
、
特
定
の
業
者
に
販
売

を
委
託
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
。 

問
い
合
せ
先　

市
環
境
交
通
防
災

課
交
通
防
災
係
☎
㉒
１
１
１
１

（
内
線
２
２
２
２
）

心理的な問題による身体・

行動のサインの例

身体：

行動：

腹痛・吐き気・下

痢・食欲不振・め

まい・頭痛・発熱

過食・不眠・指しゃ

ぶり・爪かみ
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中小企業の皆さんへお知らせ
市では、中小企業の方を対象に以下のような融資・助成制度を設けています。ご利用ください。　
【 融 資 制 度 】
制　度　名 融　資　対　象 使　途 限度額 期　間 利　率 保証人 申込先 取扱金融機関

特別小口資金
◎１年以上同一の事業を行い、従業員
２０人以下の小規模事業者
◎市税完納者

運　転
設　備 ７５０万円

３０カ月
４５カ月
６０カ月

２．２％
２．３％
２．４％

原則として法
人代表者以
外の連帯保
証人は不要

市商工会
肥後銀行
熊本ファミリー銀行
熊本県信用組合
熊本信用金庫

中小企業
経営安定資金

◎中小企業基本法第２条第１項に定め
る中小企業者

◎本市に住所を有し、同一事業を１年
以上営んでいる者

◎市税完納者

運　転
設　備 ７５０万円

３年
５年
７年

２．３％
２．４％
２．５％

原則として法
人代表者以
外の連帯保
証人は不要

市商工会
肥後銀行
熊本ファミリー銀行
熊本県信用組合
熊本信用金庫

中小企業
短期資金

◎中小企業基本法第２条第１項に定め
る中小企業者

◎本市に住所を有し、同一事業を１年
以上営んでいる者

◎市税完納者

運　転
設　備 ４５０万円 １２カ月 ２．０％

金融機関の
融資条件に
よる

市商工会
肥後銀行
熊本ファミリー銀行
熊本県信用組合
熊本信用金庫

【 助 成 制 度 】
制　度　名 対　　　象　　　者 対象事業 補給対象

限度額
利子
補給率 補給期間 申込先 取扱

金融機関

中小企業店舗
改装等近代化
整備資金利子
補給制度

◎中小企業基本法第２条第１項に
　定める中小企業者
◎本市に住所を有し、同一事業を
　１年以上営んでいる者
◎市税完納者

・店舗の新設、移
設および改装事業
・顧客用の無料駐
車場の整備事業

借入金の内
１,０００万円
を限度とす
る。

借入利
率の７割
以内

６０カ月 ま
たは７０万
円に達する
まで

市商工会
肥後銀行
熊本ファミリー銀行
熊本県信用組合
熊本信用金庫

問い合せ先　市商工観光課商工政策係　☎㉒ 1111（内線 2321）　申込み先　市商工会　☎㉒ 5555

「仕事探しで悩んでいませんか？」
若い方のお仕事探しの
お手伝いをします。

▲ ▲ジョブカフェ・宇城ブランチ
▲ ▲

　県では、おおむね35 歳未満の若年者を対象に『就職マッ
チング支援』を行う、「ジョブカフェ・宇城ブランチ」を宇城地
域振興局福祉課内に設置しました ！
　就職に関する相談など、お気軽にご利用ください。
こんな方はご相談ください ！
◎就職先を探したい　
◎自分の適性を知りたい　
◎履歴書の書き方、面接の受け方を教
えて欲しい　
◎キャリアアップのために資格を取りた
い

【ご利用できる方】
・おおむね35 歳未満の方
・大学生、短大生、専門学校生、高校生などの学生、また
は保護者の方

・学校の進路担当の先生方
【お手伝いの内容】
○就職に関する相談　○職業適性診断　○企業などの求人
に関する情報提供・求人の開拓　○出前相談
※開設時間は午前 10 時～午後５時（土日祝は休）
問い合せ先　ジョブカフェ・宇城ブランチ　☎32１５２９

貸金業法が大きく変わります！
あなたは大丈夫ですか？

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、
ここが変わります ！

◎借入総額が「年収の３分の１」を超える場合、新
規の借入れができなくなります。
◎借入の際、基本的に、年収を証明する書類が必要
となります。年収を証明する書類がないと、借りられ
なくなることがあります。
◎専業主婦（主夫）の方は、配偶者の年収を証明
する書類、配偶者の同意書などが必要です。
　借入れや返済のお悩みは、早めに相談ください。
相談窓口の連絡先は、次の番号で案内します。
問い合せ先　消費者ホットライン（消費生活相談窓口）
　☎ 0570（064）370
　金融庁・金融サービス利用者相談室　
　☎ 0570（016）811 または☎ 03（5251）6811
　法テラス・コールセンター　
　☎ 0570（078）374 または☎ 03（6745）5600
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耕作放棄地解消に補助事業を利用しませんか
　農業の担い手の減少や農業所得の減少などが要因で増加している耕作放棄地につい
て、営農上・景観上配慮するため、その解消が課題となっています。この耕作放棄地
を再生・利用する取り組みなどを支援する補助事業を紹介します。

国事業対象
「耕作放棄地再生利用緊急対策」

県事業対象
「耕作放棄地解消緊急対策事業」

事業に
取組める方

　農地を借りた（買った、農業を受託した）農業者、
農業者等の組織する団体など 農業者、地域営農組織など

要　件

　荒廃した農地を再生するのに、一定以上の労
力と費用（労賃を含めて６万円 /10ａ以上）を必
要とする農地である場合。
　草刈、整地のみで再生できる農地は対象となら
ない。
※再生作業を実施した年度から5年間以上の耕
作が見込まれること

次の①～⑩いずれかの条件に該当するもの
 ・営農上配慮すべきケース
　①農用地区域に隣接　②面的まとまり１ha 以上
③市民農園や都市農村交流　④放牧等

 ・担い手育成に配慮すべきケース
　⑤企業参入を含む新規就農者　⑥認定農業
者や農業生産法人など担い手が利用

 ・景観上配慮すべきケース
　⑦国、県道沿い（道路端から100ｍ以内）　
⑧景観形成地域　⑨新幹線沿線（鉄道敷きか
ら500ｍ以内）主要鉄道沿い（同 100ｍ以内）
　⑩文化財の周辺
　※原則 3年間は耕作すること

交付額

（1）再生作業費
荒廃の程度に応じ、3万円/10ａまたは５万円/10a
または再生費用の1/2相当額　【初年度1年】

（2）土壌改良
　堆肥投入、緑肥作物栽培などへの支援
　2万 5千円 /10a　　【最大 2年間】
（3）営農定着
　営農資材の調達、試験栽培などへの支援　
　2万 5千円 /10a　　【1年間】

3万円 /10a
ただし、自己所有地は2万円 /10a
【初年度（１回）のみの交付】

県事業対象
交付額：2万円 /10ａ

県事業対象
交付額：2万円 /10ａ

国事業対象
交付額：3万円 /10ａ～
（荒廃程度による）

県事業対象
交付額：3万円 /10ａ

【　補 助 事 業 対 象 区 分 図　】

自己所有地 

農振農用地区域内 農振農用地区域外 

自己所有地以外 

※既に復旧された耕作放棄地については、助成対象とはならないケースがありますのでご注意くださ
い。詳細については、問い合せください。
問い合せ先　市農林水産課　☎㉒ 1111（内線 2314）・市農業委員会　☎㉒ 1111（内線 2331）

耕
作
放
棄
地
の
現
地
調
査

を
実
施
し
ま
す

　

近
年
、
耕
作
放
棄
に
伴
う
農
地

面
積
の
減
少
が
続
い
て
お
り
、
農

業
生
産
力
の
向
上
や
多
面
的
機
能

の
発
揮
の
点
な
ど
か
ら
も
、
農
地

の
有
効
活
用
が
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
耕
作
放
棄
地
は
病

害
虫
の
発
生
源
や
、
鳥
獣
被
害
の

発
生
、
さ
ら
に
不
法
投
棄
の
温
床
、

景
観
の
悪
化
な
ど
周
辺
地
域
に
も

悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
昨
年
同
様
、
樹
園
地

を
含
む
農
用
地
区
域
な
ど
の
耕
作

放
棄
地
の
現
地
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
な
お
、
調
査
の
際
、
地
権
者

の
皆
さ
ん
へ
の
事
前
通
知
な
ど
は

行
い
ま
せ
ん
。
現
地
で
の
立
ち
会

い
も
不
要
で
す
。

　

ま
た
、
調
査
に
あ
た
っ
て
必
要

な
場
合
に
は
、
皆
さ
ん
の
所
有
地

へ
立
ち
入
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

調
査
時
期　

８
月
〜
９
月

調
査
区
域　

市
内
全
域
（
市
内
の

農
地
が
調
査
対
象
）

調
査
員　

農
業
委
員
な
ど

問
い
合
せ
先　

市
農
業
委
員
会

事
務
局
☎
㉒
１
１
１
１
（
内
線

２
３
３
１
）

【耕作放棄地とは】
　以前耕地であったもので、過去 1年以上
作物を栽培せず、かつ、この数年間に再び耕
作の予定がない土地をいいます。病害虫の発
生源や不法投棄の温床、景観の悪化など農業
だけではなく地域にも影響を及ぼします。
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～　遊休農地活用イエロープロジェクト事業　～
　この事業は、ナタネなどの景観作物の作付けを支援することで遊休農地（耕作放棄地、不作
付地）の解消を図るとともに、新幹線沿線などを中心に美しい農村景観の形成を促すことを目
的に熊本県が行うものです。

事 業 に 取 り
組 め る 方

農業協同組合、NPO法人、住民組織、３戸以上で構成される任意組織
※農業協同組合以外の場合は、規約または定款を有することおよび営利目的の団体
ではないことなどの適用要件があります。

対 象 農 地 耕作放棄地、不作付地、年間におおむね半年以上が利用されていない農地（裏作）

実 施 場 所

①九州新幹線沿線（鉄道敷から500m以内）
②在来鉄道沿線（鉄道敷から100m以内）
③国・県道沿線（道路端から100m以内）
④県景観条例に係る景観形成地域内

対 象 作 物 ナタネ、ヒマワリ、ゴマ、ソバ、コスモス、レンゲなどの景観作物（草花）

交 付 額 １万円 /10ａ　　※１枚の農地（１筆）につき１回限り

受 付 期 限 ７月２７日（火）

そ の 他

○景観形成と併せて対象作物を利用するための機械などの導入：１／２以内の補助
　対象機械：搾油および精油用の機械、大豆用コンバインのナタネ・ソバ収穫用キット、選
　　　　　別調製用機械など（コンバイン本体や穀類乾燥機等は対象外）
○２年間の作付けの継続が必要
○補助金交付決定後の植え付け（種まき）
○申請窓口：市農林水産課

※耕作放棄地を利用して菜の花などを作付ける場合は、国あるいは県の事業を利用して農地へ再生した
上で、本事業により景観作物を作付けることが可能です。
問い合せ先　市農林水産課　☎㉒ 1111（内線 2314）・市農業委員会　☎㉒ 1111（内線 2331）

１０月１日　国勢調査を実施します
あなたの力を活かしませんか？～統計調査員を募集します～
　市では、統計法に基づく各種統計調査（国勢調査など）で、統計調査員として活動して
いただける方を募集しています。統計調査員の仕事を希望する方にあらかじめ登録調査員
として登録していただき、統計調査実施の際に調査への従事について依頼し、統計調査員
として活動していただきます。
◆統計調査員とは
　▽仕事の流れ　調査の説明会→調査票の配布→回収→調査票の提出（約１カ月間）
　▽身　　　分　調査期間中は、非常勤の公務員（調査中、事故などに遭遇した場合は、公務災害

制度があり、安心して働くことができます）
　▽報　　　酬　調査によって金額は違いますが、報酬が支払われます。
◆統計調査員の要件
▽宇土市内在住、または市内での調査活動が可能な住所（居所）の方。
▽調査員としての能力を有し、熱意をお持ちの方。
▽選挙に直接関係のない方。
▽心身ともに健全な方。
▽満 20 歳以上の方。
問い合せ先　市企画課広報電算係　☎㉒ 1111（内線 2206）

平成 22年 10月 1日

美しい草花で遊休農地を解消しよう
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平成２２年度宇城広域連合消防職員採用試験のお知らせ

２０１１年版市民手帳の販売方法が変わりました ！

●申込受付期間　７月 26 日（月）～８月 13 日（金）　　　　●第１次試験　９月 19 日（日）
【職種、採用予定人員】

区分 職種 採用予定人員

高等学校卒業程度
消防 ５人程度

救急救命士 １人程度

【受験資格】
職種 年齢および資格など

消　　　防 　昭和５８年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた方

救急救命士 　昭和５６年４月２日以降に生まれた方で、救急救命士の資格を有する方
申込方法　宇城広域連合事務局、宇城広域連合消防本部総務課、北消防署、南消防署、各分署および管
内市役所、町役場に受験申込書を準備しています。
問い合せ先　宇城広域連合消防本部総務課　☎㉒ 6220 または☎㉒ 0554

毎年ご好評いただいている市民手帳を今年も販売します。
下記の予約申込書に記入のうえ、直接個人で申し込んでください。
　例年、市民手帳の予約申込みについては，嘱託員からのチラシ回覧および予約申込みをお願
いしていましたが、今年度から嘱託員の負担軽減と予約申込みの一本化を図るため、直接個人
での予約申込み方法となりました。希望される方は下記の予約申込書に記入のうえ、持参または
郵送ください。（電話・ＦＡＸ不可）。
※追加印刷ができないため、予約をされないと手に入りませんのでご注意ください。

申込期限　８月２０日（金）
価　　格　４７０円（消費税込）
配布予定　１１月下旬～１２月上旬
配布方法　市民手帳受取の準備が出来ましたら、連

絡しますので、引渡し先へ代金を持参のう
え、受領ください。

申込・引渡し先　市企画課広報電算係（市役所別館２階）
　　　　　　　 網田支所　☎㉗１１１１
　　　　　　　 網津支所　☎㉔３２１１
問い合せ先　市企画課広報電算係　
　　　　　　　☎㉒１１１１（内線 2206・2207）

予　　約　　申　　込　　書
２０１１年版市民手帳を下記のとおり申込みます。

平成 22 年　　月　　日

住　　所　宇土市　　　　　　　　　　　　　　　（行政区　　　　　　　区）

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

申込み冊数　　　　　冊
提出先　市企画課広報電算係（市役所別館２階）・網田支所・網津支所

切　取　線
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宇土市選挙管理委員会からのお知らせ
選挙運動には、一定のルールがあります

　各候補者の人物や政見、政党の政策を知り、一票を投じる判断の基礎となるものです。

しかし、無制限な自由を認めると、その選挙が候補者の財力などによって歪められるお

それがあります。そこで選挙が公正・公平に行われるよう選挙運動には、一定のルール

があります。

できる……自由にできる選挙運動

《電話での投票の依頼》  選挙運動が出来ない人を除いて自由にできますが、候補者や出納責任者

の指示で、電話をかけるような場合は、料金は選挙運動費用に加算され
ます。

《個々面接》……………街頭で出会った人などに投票を依頼することは出来ます。ただし、自分

の方から訪ねる場合は、戸別訪問の禁止にあたらないことが必要です。
※ただし、選挙運動は誰でも行えますが、職務や地位の影響を考慮
して、国家公務員など例外的に選挙運動が出来ない人もいます。

できない……禁止されている行為

《戸別訪間》……………  有権者の住居や会社などをまわって特定の候補者への投票をよびかける
こと。演説会や演説があることを戸別に告知することや特定の候補者や
政党の名前を言い歩くことも戸別訪問になります。

《飲食物の提供》………選挙運動に関して飲食物を提供することは、湯茶といわゆるお茶うけ程
度の菓子のほかは禁止されています。

問い合せ先　市選挙管理委員会事務局　☎ ㉒ 1111（内線 2341）　　　　　

選挙運動とは

選挙運動期間は 選挙運動期間 選挙日前日まで立候補届が受理
された時点から

選挙運動の例をあげれば
（選挙カーなどの連呼行為・街頭演説は午後８時まで）

　　　　　　　　　　　　　　　公共工事等入札結果の公表　　　　　　　　　　（単位：円）
入札年月日 件　　　　　名 予定価格（税込）

落札額（税込） 落札業者 指名
業者数 工　　　期

5月31日

下松山・栗崎線改良舗装工事 11,540,000 
10,972,500 （有）渡邊建設 13 平成 22 年 6月7日～

平成 22 年 10月5日

花園小学校屋上防水改修工事 20,658,000 
19,582,500  

（有）安田工業　
　　  宇土支店 13 平成 22 年 6月7日～

平成 22 年 8月13日

網田中学校屋上防水改修工事 12,248,000 
11,634,000 （有）福德 13 平成 22 年 6月7日～

平成 22 年 7月16日

 花園小学校太陽光発電設備工事 54,282,000 
51,450,000  （有）村田電設 8 平成 22 年 6月7日～

平成 22 年 9月30日

網田中学校太陽光発電設備工事 30,960,000 
29,400,000  宮田電気工業（株） 8 平成 22 年 6月7日～

平成 22 年 9月30日

　予定価格（建設工事のみ）および入札の経緯などについては、市財政課で閲覧することができます。
　問い合せ先　市財政課契約管財係　☎㉒ 1111（内線 2232）
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市代表として頑張ります　県消防ポンプ操法大会出場を報告
　６月７日、市消防団第５分団の皆さんが市役所を訪れ、「第 28 回熊本県消防ポンプ操法大会」への出場を元松

茂樹市長に報告しました。また、６月15日には、同団第３分団第２班の皆さんも出場報告のため市役所を訪れました。

　同大会には第５分団がポンプ車の部に、第３分団が小型ポンプの部に出場。各分団の代表選手が力強く宣誓する

と、元松市長が「暑い時期の訓練で大変だと思いますが、上位入賞できるよう頑張ってください」と激励しました。

　なお、同大会は８月22日（日）に荒尾市で開催されます。皆さんの応援をよろしくお願いします。

市消防団５分団の皆さん　「全力で取り組みます」 市消防団第３分団の皆さん　「優勝目指して頑張ります」

　市では、市税・市料金の口座振替を推進しています。そこで、平成 22 年度を『口座振替
推進強化年』として定め、キャンペーン期間中（平成 23 年 3月31日まで）に、金融機関窓
口で口座振替手続きを完了し、金融機関窓口から交付される『手続きの控え』を、市税務課、
網田支所および網津支所のいずれかご持参された方に、もれなく『あじさいの湯入湯券』か『ゴ
ミ袋１巻』（いずれか１点）を進呈します。

Ｑ＆Ａ
●対象となる口座振替には何がありますか？
市税（市県民税　固定資産税　国民健康保険税　軽自動車税）、上下水道・簡易水道料、市営住宅使用料、
介護保険料、後期高齢者保険料です。※ただし、プレゼントは期間中初回の申請分のみに限らせていただきます。
●口座振替手続きが出来る金融機関はどこですか？
宇土市内の肥後銀行、熊本ファミリー銀行、ＪＡうき支所・出張所、信用組合、信用金庫、労働金庫及びゆうちょ
銀行の各窓口です。
●口座振替手続きには、何が必要ですか？
　引き落とす通帳と通帳印を持参ください。
●その他留意事項は？
　既に口座振替している市税または市料金、および申込依頼書に不備がある場合は対象外です。
 口座振替出前手続き会も申し込み受付中
　市税納税世帯１０世帯以上で、公民館などの場所提供があれば要請にもとづき、市から口座振替出前手続き会
を開催します。ただし、受付期間は平成 23 年２月末日まで
※手続き会のメリット
ⅰ　夜間もしくは休日、地元公民館などにて手続き可能（通常は、平日に金融機関へ出向き手続きが必要です）。
ⅱ　市税をはじめ市料金の手続きも同時に出来ます。　
ⅲ　手続きされた方には、『あじさいの湯入湯券』か『ゴミ袋１巻』を進呈します。
問い合せ先　市税務課収納係　☎㉒１１１１（内線 2144）

市税・市料金の口座振替推進キャンペーン！
期間中、もれなくプレゼント贈呈！！
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募
集
・
催
し

今
年
で
25
周
年
！

宇
土
市
民
夏
祭
り 
宇
土
大

太
鼓
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　

宇
土
市
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
雨

乞
い
大
太
鼓
が
競
演
す
る
大
太
鼓

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
開
催
さ
れ
ま

す
。
今
年
は
第
25
回
目
を
記
念
し

て
、
プ
ロ
太
鼓
奏
者
や
県
内
の
高

校
和
太
鼓
部
の
演
奏
な
ど
、
多
彩

な
催
し
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
詳

細
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
前
日
の

折
込
み
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
時　

８
月
７
日
（
土
）
午
後
４

時
〜
午
後
10
時

場
所　

市
運
動
公
園
（
雨
天
の
場

合
：
市
民
会
館
）

司
会　

裸
ラ
・
米
倉
佳
江

出
演
・
内
容　

▲

大
太
鼓
市
中
パ

レ
ー
ド
（
午
後
４
時
〜
）

　

銀
河
カ
レ
ッ
ジ
、
轟
・
ひ
か
り
・

宇
土
あ
り
あ
け
保
育
園
、
太
鼓
教

室
受
講
者
、
市
内
各
地
区
太
鼓
保

存
会
、
太
鼓
保
存
会
青
年
部
、 

プ

ロ
太
鼓
奏
者
守
田
充
利
さ
ん
・
長

谷
川
暢
さ
ん
、
宇
土
高
校
・
熊
本

高
校
・
秀
岳
館
高
校
和
太
鼓
部
な

ど
に
よ
る
太
鼓
演
奏

▲

新
伝
承
宇
土
太
鼓
26▲

総
打
ち

▲

餅
投
げ

問
い
合
せ
先　

宇
土
大
太
鼓
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
実
行
委
員
会
事
務

局
（
宇
城
青
年
会
議
所
内
）
☎
㉒

2
8
1
4
（
受
付
午
前
10
時
〜
午

後
４
時
）

『
平
成
23
年
成
人
式
』
運
営
ス

タ
ッ
フ
・
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
出

演
者
募
集

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
成
人
式

の
企
画
、
運
営
に
協
力
し
て
い
た

だ
く
ス
タ
ッ
フ
お
よ
び
オ
ー
プ
ニ

ン
グ
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
出
演
し

て
い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま

す
。
対
象
は
、
今
回
成
人
式
を
迎

え
ら
れ
る
方
で
す

【
運
営
ス
タ
ッ
フ
】

　

新
成
人
の
中
か
ら
20
人
程

度
。男
女
の
別
は
問
い
ま
せ
ん
。

意
欲
の
あ
る
方
を
募
集
し
ま

す
。

【
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
出
演
】

　

式
典
開
始
前
に
あ
な
た
の
特

技
を
披
露
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

個
人
、
団
体
の
別
は
問
い
ま
せ

ん
。
前
年
度
は
ブ
レ
イ
ク
ダ
ン

ス
の
披
露
が
あ
り
ま
し
た
。

　

申
込
み
多
数
の
場
合
は
運
営

ス
タ
ッ
フ
会
議
に
て
検
討
し
、

決
定
し
ま
す
。

　

希
望
さ
れ
る
方
は
、
電
話
で

連
絡
い
た
だ
く
か
、
ハ
ガ
キ
ま
た
は

F
A
X
で
「
成
人
式
ス
タ
ッ
フ
希

望
」
ま
た
は
「
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
出

演
希
望
」、
住
所
、
氏
名
、
電
話

番
号
を
記
入
し
、
市
生
涯
学
習
課

へ
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
締

切
は
８
月
16
日
（
月
）
ま
で
と
し
、

第
１
回
打
ち
合
わ
せ
会
は
９
月
上

旬
を
予
定
、
日
程
な
ど
に
つ
い
て

は
担
当
よ
り
直
接
連
絡
し
ま
す
。

問
い
合
せ
先　

市
生
涯
学
習
課　

〒
8
6
9-

0
4
3
3
宇
土
市
新

小
路
町
95　

☎
㉒
６
５
１
０　

F
A
X
㉓
１
０
０
２

子
育
て
中
の
お
母
さ
ん
あ
つ
ま
れ
！！

つ
ど
い
の
広
場　

子
育
て
講
座

　

７
月
の
つ
ど
い
の
広
場
は
、「
お

も
ち
ゃ
づ
く
り
」
で
す
。
気
軽
に

参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご

案
内
し
ま
す
。

日
時　

７
月
28
日
（
水
）
午
前
10

時
30
分
〜
正
午

場
所　

市
児
童
セ
ン
タ
ー  

つ
ど

い
の
広
場
サ
ン
サ
ン

講
師　

つ
ど
い
の
広
場
ス
タ
ッ
フ

※
参
加
費
は
無
料
、
駐
車
場
は
市

役
所
裏
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

問
い
合
せ
先　

市
子
育
て
支
援
課

テーマ　心の声が聞こえますか
～考えよう命で結ばれる大切な絆～

　たった一つしかない大切な命。その命の尊さを、家
族や友だち、見守ってくれるたくさんの人への気持ちを
とおして、あなたの思いをお寄せください。
※「一行詩」とは、短い詩のことです。50文字以内
で表現してください。
応募対象　県内在住の方（小学生以上）
応募方法　ハガキ・FAX・電子メールにて受付。
　　　　　１人２作品まで。自作で未発表のもの。
表　　彰　最優秀賞 ４人　優秀賞 12 人
　　　　　入選 40 人　学校賞 ３校　
※それぞれに副賞があります。　
応募・問い合せ先　公益社団法人くまもと被害者支
援センター　〒862-0950 熊本市水前寺６丁目９－５　
☎ 096（386）0337　FAX096（386）0338　
E-mail:center@k-v-support.jp

第７回 一行詩「いのちのうた」作品募集
募集期間　８月２日（月）～９月１３日（月）

子
育
て
支
援
係
☎
㉒
1
1
1
1

（
内
線
2
8
1
3
）
つ
ど
い
の
広

場　

☎
㉒
2
4
0
8

第
８
回

う
と
歌
謡
祭
出
演
者
募
集

　

市
民
会
館
で
は
、
８
月
23
日

（
月
）、24
日
（
火
）
の
２
日
間
、「
う

と
歌
謡
祭
」
を
開
催
し
ま
す
。

予
選
会　

８
月
23
日
（
月
）

決
勝
大
会　

８
月
24
日
（
火
）

場
所　

市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

申
込
方
法　

往
復
は
が
き
に
、
氏

名
、
年
齢
、
住
所
、
電
話
番
号
、

歌
う
曲
目
を
記
入
し
て
申
し
込
み

く
だ
さ
い
（
先
着
１
２
０
人
）。

参
加
料　

３
０
０
０
円

そ
の
他　

出
演
者
は
、各
自
テ
ー
プ・

Ｃ
Ｄ
な
ど
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
み
・
問
い
合
せ
先　

〒
８
６

９

－

０
４
３
３　

宇
土
市
新
小
路

町
１
２
３　

市
民
会
館
「
う
と
歌

謡
祭
」
係　

☎
㉒
０
１
８
８
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う
と
地
蔵
ま
つ
り
〝
子
ど

も
造
り
も
の
〞
作
品
募
集

　

　　

　

子
ど
も
が
主
体
と
な
っ
て
制
作

す
る
造
り
も
の
を
募
集
し
ま
す
。

夏
休
み
の
思
い
出
に
お
友
達
と
楽

し
く
造
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。　

展
示
期
間　

８
月
23
日
（
月
）・

24
日
（
火
）

展
示
場
所　

本
町
６
丁
目
「
福
永

薬
局
前
駐
車
場
」（
予
定
）　　

表
彰　

１
席
か
ら
３
席
ま
で
賞
金

そ
の
他
参
加
賞

申
込
み
期
限　

８
月
６
日
（
金
）

申
込
み
・
問
い
合
せ
先

う
と
地
蔵
ま
つ
り
実
行
委
員
会
事

務
局
（
市
商
工
観
光
課
内
）
☎
㉒

１
１
１
１
（
内
線
２
３
２
８
） 昨年の一席　ひかり保育園

「楽しい食事で家族の絆」

輪
に
な
っ
て
踊
ろ
う
！！

地
蔵
ま
つ
り
・
民
踊
パ
レ
ー

ド
参
加
者
募
集

　

う
と
地
蔵
ま
つ
り
は
、
肥
後
３

大
夏
祭
と
し
て
毎
年
、８
月
23
日
・

24
日
に
開
催
。
造
り
物
・
花
火
大

会
・
民
踊
パ
レ
ー
ド
な
ど
の
イ
ベ

ン
ト
が
行
わ
れ
、
市
内
外
か
ら
も

多
く
の
人
出
で
賑
わ
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
唯
一
、
自
由
参
加
で

き
る
の
が
民
踊
パ
レ
ー
ド
。
昨
年

は
、
19
団
体
１
０
０
０
人
弱
の
方

が
参
加
さ
れ
、
心
地
よ
い
汗
を
流

さ
れ
ま
し
た
。
ま
つ
り
は
、
観
る

よ
り
参
加
す
る
の
が
一
番
。
今
年

も
さ
ら
に
盛
大
な
民
踊
パ
レ
ー
ド

と
す
る
た
め
に
、
参
加
者
（
団
体
）

を
募
集
し
ま
す
。
ま
た
、
練
習
日

を
設
け
て
指
導
し
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
一
般
の

方
の
参
加
も
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

パ
レ
ー
ド
開
催
日　

８
月
24
日（
火
）

申
込
期
限　

７
月
30
日
（
金
）

申
込
み
先　

市
商
工
会
事
務
局　

☎
㉒
５
５
５
５

市民会館だより

♪イベントへ行こう♪
　５月29日、市民会館大ホールで開催された「ルーサー
大学コンサート」は、本年度の自主文化事業のオープニン
グを飾るに相応しく超満員の観客で沸き、幸先のいいスター
トを切りました。
　今年度の市民会館自主文化事業関連のイベントが出揃い
ました。ぜひお越しください！
◆8月 15日（日）　「納涼映画祭」
　松本清張、山崎豊子、水上勉による社会派ミステリー小説を原
作に名匠たちが丹精こめて作りあげた力作を上映します。
上映作品　・白い巨塔・張込み・飢餓海峡・黒い画集
　暑～い真夏の一日をひんやりと涼しい大ホールのスクリーンで名
作をご鑑賞ください。

◆８月 23日（月）・24日（火）　「第８回 うと歌謡祭」

◆10 月 17日（日）　「わたしの『詩』が歌になったよ」
亀山勝子＆亀山法男のザ・クラシック笑 (ショウ )！！

　市内小・中学校の全児童、生徒から「命」というテーマで詩
を書いてもらい上位５点に曲をつけ、コンサートの中で披露します。

◆12 月 18日（土）　「佐藤允彦トリオジャズコンサート」
　アーティストの演奏の他にジャズ界の巨匠 佐藤允彦らが一般公
募で選ばれた５人の演奏者と共演するユニークなコンサートです。

◆ 23 年３月　「第５回 宇土童謡祭」
　本年度も市民会館スタッフ一同“おもてなしの心”をもって皆さ
んをお迎えします。よろしくお願いします。

～皆さんの声をお寄せください～
　市民会館では、市民の皆さんにより一層身近に感じてもらえる市
民会館を目指しており、６月から「ご意見箱」を設置しました。皆さ
んからの市民会館に対するさまざまなご意
見・ご提案をお待ちしています。イベント
の感想などもお寄せください。
※ご意見箱は、市民会館２階の事務所の
入り口に設置しています。備え付けの用
紙に記入のうえ、「ご意見箱」に投函くだ
さい。
問い合せ先　市民会館☎㉒ 0188

「シリーズ再検証・小西行長」
 講演会 （第６回） を開催します！
　昨年から継続開催して
いる「シリーズ再検証・小
西行長」講演会を開催し
ます。今回は、小西行長
公の支城であった山都町
の愛藤寺城や、八代市の
麦島城について、発掘調
査の成果も交えての興味
深い内容となっています。皆さんふるってご参加
ください。

日時　８月１日（日）午後１時３０分～
場所　市民会館大会議室　　入場無料
内容　１．

　　  ２．

問い合せ先　
市文化課文化振興係　☎㉓ 0156

矢部城（愛藤寺城）の測量調査　
西慶喜さん（山都町教育委員会）
麦島城跡の発掘
　－小西行長の城を掘る！！　　
山内淳司さん（織豊期城郭研究会）
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児
童
セ
ン
タ
ー

夏
休
み
の
お
楽
し
み
企
画

★
星
を
見
よ
う
！
星
空
教
室

　

天
体
望
遠
鏡
で
実
際
に
星
を
観

て
み
よ
う
！

日
時　

８
月
11
日
（
水
）
午
後
６

時
30
分
集
合
、午
後
９
時
終
了
予
定

場
所　

市
児
童
セ
ン
タ
ー
（
屋
上
）

講
師　

宇
野
哲
博
所
長

受
付
期
間　

７
月
20
日
（
火
）
〜

７
月
31
日
（
土
）

募
集
人
数　

小
学
生
親
子
15
組

（
30
人
）
※
夜
の
イ
ベ
ン
ト
に
つ

き
保
護
者
同
伴
で
す
。
な
お
、
雨

天
の
場
合
は
中
止
で
す
。

◎
エ
ネ
ル
ギ
ー
探
検
隊

日
時　

８
月
４
日
（
水
）
午
前
10

時
〜
午
前
11
時
30
分

場
所　

市
児
童
セ
ン
タ
ー
音
楽
室

対
象　

小
学
４
・
５
・
６
年
生

内
容　

環
境
に
関
す
る
映
画
、
発

電
機
づ
く
り
で
す
。
九
州
電
力『
く

ま
も
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
探
検
隊
』
の
講

師
の
方
が
セ
ン
タ
ー
に
来
ま
す
。

受
付
期
間　

７
月
15
日
（
木
）
〜

７
月
25
日
（
日
）

募
集
人
数　

20
人

問
い
合
せ
先　

市
児
童
セ
ン
タ
ー

☎
㉓
３
３
０
３

高
齢
者
世
帯
住
宅
手
直
し

奉
仕
活
動
を
行
い
ま
す

　

市
商
工
会
建
設
業
部
会
で
は
、

高
齢
者
世
帯
で
住
宅
の
雨
漏
り
や

建
具
、
雨
戸
の
修
理
な
ど
、
簡
単

な
手
直
し
に
関
す
る
奉
仕
活
動
を

行
い
、
毎
年
、
大
変
好
評
を
得
て

い
ま
す
。

　

今
年
も
実
施
し
ま
す
の
で
、
こ

の
機
会
に
ぜ
ひ
申
込
み
く
だ
さ
い
。

◎ 

無
料
点
検

◎ 

手
間
賃
２
時
間
ま
で
無
料

◎ 

材
料
費
は
実
費

※
75
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
住
宅

で
ア
パ
ー
ト
・
借
家
・
事
業
用
構

築
物
な
ら
び
に
お
子
様
と
同
居
ま

た
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
２
世
帯

住
宅
は
対
象
外
に
な
り
ま
す
。

申
込
締
切　

７
月
23
日
（
金
）

作
業
日
程　

８
月
１
日
（
日
）
〜

12
日
（
木
）

申
込
み
・
問
い
合
せ
先

市
商
工
会
☎
㉒
５
５
５
５

各種自衛官を募集します！！
１　募集種目・資格等

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日 合格発表

防衛大学校(推薦) 高卒（見込含）
21歳未満の者

９月６日～
９月９日

　　　９月 25・26日 11月  2 日   

防衛大学校(一般) 高卒（見込含）
21歳未満の者

９月６日～
10月１日

１次　11月６・７日
２次　12月 14～ 18日

 平成 23年
　2 月10日

防衛医科大学校 高卒（見込含）
21歳未満の者

９月６日～
10月１日

１次　10月 30・31日
２次　12月 8～ 10日

〃

航　 空　 学　 生 高卒（見込含）
21歳未満の者

８月１日～
９月 10日

１次　９月 23日
２次　10月 16～ 21日
３次　11月 13～ 12月 16日

 平成 23年
　1月  21 日　

看　 護　 学　 生 高卒（見込含）
24歳未満の者

９月６日～
10月１日

１次　10月 23日
２次　11月 20・21日

 平成 23年
　1月  7 日 　

一 般 曹 候 補 生 18 歳以上
27歳未満の者

８月１日～
９月 10日

１次　９月 18日
２次　10月 7～ 14日

11月 10日

自 衛 官 候 補 生 18 歳以上
27歳未満の者

８月１日～
９月７日

男子　９月 18～ 27日
女子　９月 26～ 29日

11月 12日

２　接遇等
　　（１）身分：　特別職国家公務員
　　（２）給与：　初任給 159,500 円（２等陸・海・空士の場合）
　　　　　　　　　※給与は、採用予定者の学歴・経歴により異なります。
　　（３）賞与：　期末・勤勉手当　年２回（６月、12 月）

問い合せ先　宇城募集案内所☎㉓ 2047
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男女共同参画講座に参加しませんか！
自分を磨くエンパワーメント講座（全 2回）☆ 20 人（託児付：要予約）
1回目　市長と語ろう～宇土市の男女（ひと）について【11 月 2日（火）】
　内容…「男女共同参画を進めるためにこういった取組みをやってみては」など・・・市長を交えて楽し

く男女共同参画について語ってみませんか。
2回目　私らしく生きるために！学ぼう女性のココロとからだの健康学【2月上旬予定】
　内容…講師に現役臨床心理士の方をお招きし、女性の心と体の関係についてお話ししていただきます。

自分を知り、もっとココロの中からキレイをつくってみませんか。

ココロを軽くする子育て応援講座（全 2回）　※１回目は①②のいずれか選択
1回目　①ベビーマミービクス　【9月 14 日（火）】☆ 15 組
　内容…1歳～ 3歳の子どもと保護者を対象に、遊びを交えながら体を動かす講座です。
　　　　②気になる子どもの食事【10 月予定】☆ 15 人
　内容…実際に簡単な幼児（3歳～就学前対象）のおやつを作りながら、栄養のバランスや食育の大

切さについて学べる講座です。（託児付：要予約）
 2 回目　女性力をあげるステップアップセミナー　【12 月 22日（水）】☆ 20 人
　内容…キャリアカウンセラーである講師をお招きし、子育てや就業を通して女性としていかに充実した「生

き方・働き方・暮らし方」ができるかについてお話ししたり、グループで話し合ったりする参加型
講座です。（託児付：要予約）

　　　  子育て応援講座（全２回）※１回目は①②のいずれか選択
1回目　①親子ビクス　【10 月 24日（日）】☆ 15 組  ※ご夫婦での参加可
　内容…1歳～３歳の子どもがいる保護者と赤ちゃんを対象に、ふれあい遊びを交えながら体を動かす

講座です。
　　　　②男の料理～誰にでもできる簡単スイーツ　【12 月 4日（土）】☆ 15 人
　内容…子どもにも作ってあげられる簡単スイーツを作ります。（託児付：要予約）
 2 回目　俺流！子育て　【11 月予定】☆ 20 人  ※ご夫婦での参加可
　内容…県内の身近なイクメン（＝育児を頑張る男性）を講師にお招きし、子育ての悩み、また子育てするこ

との楽しさについて語っていただき、頑張る子育てお父さん同士の交流を深めていただく講座です。

＜各種講座に応募する際の注意点＞
①それぞれのコースにおいて、全講座参加できることが条件です。
　※コース２・コース３の２回目の講座については、単独の参加でも構いません。
②講師、参加人数の状況により講座内容および日時が一部変更になることがあります。
③料理講座については、参加負担金（500円程度徴収予定）が必要です。他の講座は無料です。
④定員になり次第、終了とさせていただきます。
⑤託児は受入れ人数に限りがありますので、早めに予約ください。
＜応募方法＞
下記に住所、氏名、希望のコース、電話番号（携帯可）、性別、年齢（ベビーマミービクス・親子ビクスは子の年齢）を記入のうえ、
ＦＡＸ・E-mailもしくは、はがきで応募ください。詳しい内容は後日お知らせします。
＜第１回応募締切＞　8月 16日（月）必着
申込み・問い合せ先　市総務課パートナーシップ推進係
　　　　　　　　　　☎ ㉒ 1111（2209・2219）　　FAX㉒ 0110　E-mail:soumu03@city.uto.kumamoto.jp

男女が自分らしさを発揮し、ともに参画し支えあう地域社会の実現をめざして・・・

コース

１

コース

2

コース

3

（
熊
本
都
市
圏
ビ
ジ
ョ
ン
連
携
事
業
）

熊
本
都
市
圏
ロ
ア
ッ
ソ
熊
本
応

援
バ
ス
ツ
ア
ー
参
加
者
募
集

日
時　

8
月
22
日
（
日
）　

午
後

７
時
キ
ッ
ク
オ
フ
（
Ｊ
２
第
23
節

東
京
ヴ
ェル
デ
ィ
戦
）

場
所　

K
K
W
I
N
G

集
合
・
解
散　

午
後
４
時　

市
役

所
集
合
・
出
発
※
試
合
終
了
後
、

バ
ス
で
戻
り
解
散
し
ま
す
。

募
集
人
数　

20
人
程
度
（
市
内
に

在
住
の
方
）

参
加
費　

大
人
1
4
0
0
円
、

小
中
高
7
0
0
円

申
込
み　

メ
ー
ル
ま
た
は
往
復
は

が
き
に
、『
参
加
者
全
員
（
５
人

ま
で
）
の
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

電
話
番
号
』
を
記
入
し
、７
月
23
日

（
金
）
ま
で
に
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
中
学
生
以
下
の
場
合
は
、
大
人

の
同
伴
が
必
要
。

参
加
者
の
決
定　

７
月
30
日
（
金
）

ま
で
に
通
知
し
ま
す
。

※
メ
ー
ル
の
表
題
は
、『
熊
本
都

市
圏
ロ
ア
ッ
ソ
応
援
バ
ス
ツ
ア
ー

申
込
み
』
と
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
み
・
問
い
合
せ
先　

〒
8
6
2-

8
5
7
0
県
地
域
振
興
課
熊
本

都
市
圏
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
班
☎
0
9
6

（
3
3
3
）
2
1
3
7 　E-m

ail:to
shiken@

pref.kum
am
oto.lg.jp

男の
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相　

談

身
近
な
行
政
相
談

日
時　

７
月
28
日
（
水
）・
８
月

11
日（
水
）午
前
10
時
〜
午
後
３
時

場
所　

市
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
会

議
室

行
政
相
談
委
員　

専
門
の
相
談
委

員
が
お
受
け
し
ま
す

問
い
合
せ
先　

市
総
務
課
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
推
進
係
☎
㉒
１
１
１

１
（
内
線
２
２
０
９
・
２
２
１
９
）

特
設
人
権
相
談
所

日
時　

７
月
23
日
（
金
）
午
後
１

時
〜
午
後
４
時
ま
で

場
所　

網
田
公
民
館

相
談
員　

宇
土
市
の
人
権
擁
護
委

員相
談
内
容　

人
権
問
題
、
家
庭
問

題
、
そ
の
他

問
い
合
せ
先　

法
務
局
宇
土
支
局

☎
㉒
0
3
2
0　

市
総
務
課
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
推
進
係
☎
㉒
1
1
1

1（
内
線
2
2
0
9

・

2
2
1
9
）

特定公共賃貸住宅（入地団地の一部）
入居者募集

　市都市計画課では、「特定公共賃貸住宅」入地団
地１４棟の入居者を随時募集しています。
入居可能な基準月収※ 1を『２００,００１円』から
『１５３,００１円』に引き下げ、入居収入基準を緩和し
ました。
所 在 地　宇土市入地町 200 番地１　　
募集戸数　３戸（平成２２年６月１日現在）
住宅規模　２ＬＤＫ（床面積７８．６㎡）

入居資格
① 現に住宅に困っていることが明らかな方
② 現に同居し、または同居しようとする家
族がいる方。ただし、60 歳以上の方は単身入居可能　③ 現在、
市内に住所または勤務場所がある方　④ 基準月収（月所得）が
153,001円以上の方　⑤ 市税などを滞納していないこと　⑥ 入居
しようとする家族が持ち家を所有していないこと　⑦ 入居しようと
する家族が暴力団員でないこと

申込方法　市都市計画課住宅管理係にて「入居申込書」を配布し
ます。必要事項を記入し申込みください。
受付　市都市計画課住宅管理係
時間　土曜、日曜、祝日を除く8:30～ 17:15
家賃　４７,６００円から（応能応益家賃※２）
　※ 1　基準月収とは、入居者の総所得から控除を差引き12で割っ

て算出した額です。
　※ 2　応能応益家賃とは、入居者の基準月収により家賃が変更と

なります。
問い合せ先　市都市計画課住宅管理係　☎㉒ 1111（内線 2422）

くらしの相談窓口　無料！
（消費生活相談窓口）

日時　毎週月・火・水・金曜日（午前 10 時
～午後３時）※祝日除く

場所　市勤労青少年ホーム１階消費生活相
談室

相談方法　直接来られるか、電話相談可
問い合せ先　☎㉒ 1111（内線 2323）

司法書士による無料相談
（毎月第４木曜日）

日時　７月 22 日（木）午後１時～午後４時
　※電話相談はできません。

場所　市勤労青少年ホーム１F消費生活相
談室

問い合せ先　市商工観光課商工政策係☎㉒
1111（内線 2321）

くらしの相談窓口ひとくちメモ
【訪問販売の被害にあわないための、3つの法則】

（1）『ドアを開けない』
・相手はだましのプロです。ドアを開けさせることから始まります。
（日中でも、家の中に居ても、玄関には、カギをかける習慣をつけましょう）
（2）『話を聞かない』
・百戦錬磨の話術を持っています。マニュアルで訓練されています。
（ドア越しでも、話を聞かない。話を聞いてしまうと・・あなたの負けです！）
（3）『キッパリと断る』

「必要ありません」「いらんばいたあ」「帰ってはいよ」
注　意 ！　あいまいな言葉「結構です」「よかです」
「いいです」は、使わない。
※「考えておきます」は特に危険です。「また来
て下さい」と同じ意味です。
「こまったなあ～」と思ったら、すぐに相談しま
しょう。時間が経てば経つほど、解決にも時間
がかかります。

相談をしないでおくと、いつまでも解決しませんよ！

市営住宅の緊急入居募集お知らせ
突然の離職で住宅にお困りの方のために、市営住
宅への緊急入居募集を行います。
１　対象者

（１） 市内に住所がある方
（２） 企業からの解雇・雇止めにより、現在の住宅から退去を余
　　儀なくされる方
（３） 同居する家族がいる方

２　募集住宅　宇土市特定公共賃貸住宅（入地団地内）
① 所 在 地　　宇土市入地町 200 番地１
② 募集戸数　　２戸（６月１日現在）
③ 住宅規模　　２ＬＤＫ（床面積 78.6㎡）
④ 設 備 等　　LPガス、風呂（シャワー付き）、給湯　 
　　　　　　　 駐車場：1戸当り1台（有料：1,300 円）

３　入居の条件
（１）入居期間　　　　　６カ月以内
（２）家　　賃　　　　　２３,８００円
（３）敷金・連帯保証人　不要
（４）退去時修繕　　　　不要（ただし、故意または過失によ
　　　　　　　　　　　る場合は入居者負担）

４　受付（郵送不可）
（１）場　　所　　市都市計画課住宅管理係（市役所４階）
（２）時　　間　　土曜、日曜、祝日を除く（午前８時 30 分
　　　　　　　　 ～午後５時 15 分）
（３）提出書類　　入居申込書　１通（市に様式あり）
　　　　　　　　添付書類：世帯全員の住民票、所得証
                        明書等、離職証明書などその他市長が
　　　　　　　　必要と認める書類

問い合せ先　市都市計画課住宅管理係　☎㉒ 1111（内線 2422） 
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ケ
ア
プ
ラ
ザ
宇
土
納
涼
祭

　

ケ
ア
プ
ラ
ザ
宇
土
納
涼
祭
を
開

催
し
ま
す
。
入
場
無
料
で
す
の
で
、

み
な
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

日
時　

８
月
４
日
（
水
）
午
後
５

時
〜
午
後
７
時

場
所　

ケ
ア
プ
ラ
ザ
宇
土
（
宇
土

東
小
学
校
前
）

内
容　

カ
ラ
オ
ケ
・
踊
り
（
築
籠

太
鼓
保
存
会
）　

屋
台　

焼
き
そ
ば
・
焼
鳥
・
か
き

氷
・
そ
の
他
（
い
ず
れ
も
有
料
で

す
）

そ
の
他　

お
楽
し
み
抽
選
会
（
景

品
あ
り
）

問
い
合
せ
先　

ケ
ア
プ
ラ
ザ
宇
土

☎
㉓
２
２
１
１

（
犬
童
）

夏
休
み
ジ
ュ
ニ
ア
ボ
ウ
リ

ン
グ
教
室
開
催

日
時　

７
月
24
日
（
土
）・
31
日

（
土
）　

午
前
９
時
30
分
〜
午
前
11

時場
所　

宇
土
パ
ス
カ
ワ
ー
ル
ド

対
象
者
・
定
員　

小
学
生
以
下
・

20
人

参
加
費　

ゲ
ー
ム
代
・
シ
ュ
ー
ズ

代
な
ど
す
べ
て
無
料

申
込
期
限　

７
月
22
日
（
木
）

※
定
員
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了

し
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
込
み
く

だ
さ
い
。

申
込
み
・
問
い
合
せ
先　

宇
土
パ

ス
カ
ワ
ー
ル
ド
☎
㉒
５
３
１
１

う
と
地
蔵
ま
つ
り
ボ
ウ
リ

ン
グ
大
会
参
加
者
募
集

日
時　

８
月
15
日
（
日
）

午
前
10
時
〜

場
所　

宇
土
パ
ス
カ
ワ
ー
ル
ド

参
加
費　

一
般
２
５
０
０
円　

　

中
学
生
以
下
２
０
０
０
円

申
込
方
法　

宇
土
パ
ス
カ
ワ
ー
ル

ド
に
備
え
付
け
の
申
込
用
紙
に
記

入
の
う
え
、
参
加
費
を
添
え
て
申

込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
み
・
問
い
合
せ
先　

宇
土
パ

ス
カ
ワ
ー
ル
ド
☎
㉒
５
３
１
１

宇
土
市
民
ゴ
ル
フ（
春
季
）

コ
ン
ペ
結
果

　

６
月
６
日
（
日
）、
チ
ェ
リ
ー

ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
（
宇
土
コ
ー
ス
）

で
宇
土
市
民
ゴ
ル
フ
（
春
季
）
コ

ン
ペ
が
開
催
さ
れ
、
約
１
０
４
人

が
参
加
し
ま
し
た
。
大
会
の
結
果

は
次
の
と
お
り
で
す
。

優
勝　

堀
内
千
秋
（
石
橋
町
）

２
位　

丸
山
照
之
（
城
塚
町
）

３
位　

水
足
一
光
（
戸
口
町
）

レ
デ
ィ
ス
優
勝　

小
森
純
子
（
入
地
町
）

宇
土
市
国
民
健
康
保
険

ミ
ニ
バ
レ
ー
大
会
結
果

　

６
月
６
日
（
日
）、
市
民
体
育

館
で
宇
土
市
国
民
健
康
保
険
ミ
ニ

バ
レ
ー
大
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

Ａ
ク
ラ
ス　

優
勝　

テ
デ
ィ

Ｂ
ク
ラ
ス　

優
勝　

ス
マ
イ
ル

Ｃ
ク
ラ
ス　

優
勝　

フ
リ
ー
ス
タ

イ
ル

 

香
典
返
し

　

市
社
協
に
次
の
方
々
か
ら
香
典

返
し
と
し
て
、
寄
付
が
あ
り
ま
し

た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
と

と
も
に
故
人
の
ご
冥
福
を
お
祈
り

し
ま
す
。　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

▽
上
網
田
町　

森　
　

健
一　

 

　

亡
母　
　

ツ
ヤ
子　
（
八
七
）

▽
松　

山　

町　

中
川
恵
美
子　

　

亡
夫　
　

一　

吉　
（
七
二
）

▽
椿　

原　

町　

野
口
ナ
ミ
子

　

亡
夫　
　

圭　

介　
（
七
五
）

▽
新　

開　

町　

西
岡　
　

昇

　

亡
父　
　

福　

憲　
（
八
三
）

▽
長　

浜　

町　

西
山　
　

直

　

亡
母　
　

ハ
ツ
エ　
（
八
三
）　

▽
網　

津　

町　

武
藤　

芳
孝

　

亡
母　
　

ハ
ツ
メ　
（
九
五
）

▽
神　

馬　

町　

中
川
サ
ツ
キ

　

亡
夫　
　

砂　

雄　
（
八
一
）

▽
新
町
一
丁
目　

緒
方　

満
子　

　

亡
夫　
　

一　

誠　
　
（
九
四
）

▽
高　

柳　

町　

山
田　

和
子

　

亡
夫　
　

政　

裕　
　
（
五
八
）

▽
網　

引　

町　

甲
斐　

宏
隆　

　

亡
母　
　

文　

子　
（
一
〇
四
）

▽
神　

合　

町　

稲
葉
マ
シ
子　

　

亡
夫　
　

美
代
治　
　
（
七
九
）

▽
長　

浜　

町　

甲
斐　

由
美

　

亡
母　
　

木
下
容
子　
（
七
三
）

▽
松　

山　

町　

安
田　

勝
芳　

　

亡
長
女　

道　

代　

   

（
四
二
）

▽
住　

吉　

町　

秋
田
利
津
子　

　

亡
夫　
　

正　

勝　　

  

（
七
〇
）

　
　

市
社
協
へ
の
香
典
返
し
な
ど

の
寄
付
は
、「
ふ
る
さ
と
納
税
」

同
様
、
個
人
住
民
税
が
一
定

率
軽
減
さ
れ
ま
す
（
た
だ
し
、

寄
付
金
額
が
５
０
０
０
円
以
上

の
場
合
で
確
定
申
告
の
必
要

が
あ
り
ま
す
）。

　

次
の
方
か
ら
善
意
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。（
敬
称
略
）

○
芝
光
苑
へ

▽
ひ
ま
わ
り

　

施
設
訪
問

▽
馬
場
朗
人
ク
ラ
ブ
（
神
馬
町
）

　

青
梅

▽
堀
川　

栄
一
（
神
馬
町
）

　

ト
マ
ト

網
津
保
育
園
へ

▽
住
吉
漁
業
後
継
者
ク
ラ
ブ

　

海
苔
１
８
０
０
枚
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Ｊ
Ｒ
宇
土
駅
に

　
　

ア
ジ
サ
イ
を
設
置

　

中
野
区
の
住
民
で
つ
く
る
「
中

野
紫
陽
花
倶
楽
部
」
が
６
月
７
日
、

Ｊ
Ｒ
宇
土
駅
前
の
広
場
に
市
花
の

ア
ジ
サ
イ
を
植
栽
し
た
プ
ラ
ン

タ
ー
を
設
置
し
ま
し
た
。
同
倶
楽

部
は
昨
年
７
月
、
地
元
に
あ
る
宇

土
駅
を
市
の
玄
関
口
ら
し
く
飾
ろ

う
と
設
立
。
33
人
の
会
員
が
剪
定
・

挿
し
木
・
鉢
上
げ
講
習
を
受
講
し

な
が
ら
１
年
が
か
り
で
８
カ
国
50

種
類
の
ア
ジ
サ
イ
を
自
宅
な
ど
で

育
て
、
今
年
の
４
月
に
は
ア
ジ
サ

イ
を
展
示
用
プ
ラ
ン
タ
ー
に
入
れ

替
え
、
開
花
を
待
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
日
は
、
駅
の
東
西
広
場
と

改
札
付
近
に
85
個
の
プ
ラ
ン
タ
ー

を
設
置
。
赤
や
青
の
鮮
や
か
な

花
々
の
出
迎
え
で
利
用
者
を
喜
ば

せ
て
い
ま
し
た
。

色鮮やかなアジサイでまちづくり

平成 22年度

さわやか知恵袋講座
　「さわやか知恵袋」に登録をされている高齢者の方々などが講師となり、長年培ってきた
伝承遊びや趣味で会得した技術を伝承します。受講者には受講後、高齢者ボランティアとし
て子どもたちをはじめ地域の方々との交流に携っていただくなど、高齢者の活動の輪を広げ
ることを目的としています。
　また、新しい趣味や特技にとお考えの方も大歓迎です。

受講資格　県内在住者で 60 歳以上の方 （４月１日現在）
会　　場　県総合福祉センター（熊本市南千反畑町３－７）
参 加 費　500 円  （この他材料費実費負担をお願いする場合があります）  

講座名／会場 月 曜日 日 時間 定員
マジック

（第３会議室）
９ 月 ６・13・27 13時 30分

～15時30分 20人
10 月 ４

折り紙
（第３会議室） ９ 火 ７・14・21・28 10時～12時 20人

お手玉
（第３会議室） ９ 火 ７・14・21・28 13時 30分

～15時30分 20人

竹細工
（第３会議室） ９ 水 １・８・15・22 10時～12時 20人

絵手紙
（第3会議室） ９ 水 ８・15・22・29 14時～1６時 20人

太極拳
（研修ホール） ９ 木 ２・９・17・30

（17日のみ金曜日） 10時～12時 20人

申込方法　ハガキか、ホームページ上の申込フォームによる応募とします。
記入項目　住所・氏名（ふりがな）・生年月日・電話番号・受講希望講座
申込締切　８月 10 日（火）   当日消印有効 

　応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
　なお、締め切りが過ぎても定員に満たない場合は、定員に達するまで受
け付けますので問い合せください。

〒860-0842  熊本市南千反畑町３－７（県総合福祉センター3階）
  　　　　［ホームページアドレス］　　　　　　　 　☎   ０９６（３５４）３０８３   
【http://www.sawayaka.or.jp】　　　　　　  FAX０９６（３５４）３１０３

申込み・問い合せ先
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「
笑
顔
で
元
気
よ
く
、
ど
ん
な
ボ
ー

ル
も
あ
き
ら
め
ず
に
ペ
ア
で
協
力

し
て
頑
張
り
ま
す
」
と
抱
負
を
語

り
ま
し
た
。

　

な
お
、
全
国
大
会
は
８
月
５
日

〜
８
日
に
北
海
道
旭
川
市
で
行
わ

れ
ま
す
。

大活躍の北斗塾の皆さん

全国大会の出場権を獲得した宇土フレンドリーの皆さん

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
で

　
　

全
国
大
会
に

　

５
月
８
日
、
宇
土
市
で
全
日

本
小
学
生
選
手
権
大
会
県
予
選

決
勝
リ
ー
グ
が
行
わ
れ
、
女
子

の
部
で
宇
土
フ
レ
ン
ド
リ
ー
の

上
田
麗
湖
・
芝
優
香
ペ
ア
が
優

勝
を
果
た
し
、
吉
野
里
菜
・
松

本
栞
ペ
ア
が
４
位
に
入
賞
し
ま

し
た
。
ま
た
男
子
の
部
で
は
同

じ
く
宇
土
フ
レ
ン
ド
リ
ー
の
上

野
颯
人
・
浦
川
優
生
ペ
ア
が
２

位
に
入
賞
し
、
男
女
と
も
に
全

国
大
会
の
出
場
権
を
獲
得
し
ま

し
た
。

　

同
ペ
ア
ら
は
、
６
月
16
日
に

全
国
大
会
へ
の
出
場
を
元
松
茂

樹
市
長
に
報
告
。
元
松
市
長
が

「
市
民
の
皆
さ
ん
も
応
援
し
て
い

ま
す
。
し
っ
か
り
頑
張
っ
て
き

て
く
だ
さ
い
」
と
激
励
す
る
と
、

輝
い
て
る
ね

輝
い
て
る
ね

輝
い
て
る
ね

第
16
回
熊
本
県

テ
コ
ン
ド
ー
選
手
権
大
会

　

６
月
６
日
（
日
）、
熊
本
市
で

第
16
回
熊
本
県
テ
コ
ン
ド
ー
選
手

権
大
会
が
行
わ
れ
、
北
斗
塾
の
皆

さ
ん
が
好
成
績
を
収
め
ま
し
た
。

結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

小
学
校
１
・
２
年
生
女
子
軽
量
級

優
勝　

志
垣
杏
佳
（
宇
土
小
１
年
）

小
学
校
１
・
２
年
生
男
子
重
量
級

２
位　

沼
田
碧
馬
（
若
葉
小
学
校
２
年
）

３
位　

南
部
宇
希
（
花
園
小
２
年
）

小
学
校
１
・
２
年
生
女
子
重
量
級

３
位　

吉
田
陽
菜
（
花
園
小
２
年
）

小
学
校
３
・
４
年
生
男
子
軽
量
級

優
勝　

志
垣
颯
太
（
宇
土
小
４
年
）

２
位　

齋
藤
鴻
志
（
上
天
草
中
北

小
学
校
４
年
）

小
学
校
５
・
６
年
生
男
子
重
量
級

２
位　

齋
藤
正
宗
（
上
天
草
中
北

小
学
校
５
年
）

小
学
校
５
・
６
年
生
女
子
の
部

２
位　

堂
上
結
衣
（
花
園
小
５
年
）

一
般
男
子
－
54
㎏
級

２
位　

澤
田
拡
介
（
一
般
）

一
般
男
子
＋
68
㎏
級

準
優
勝　

阪
上
弘
一
（
熊
農
２
年
）

な
お
、
上
位
入
賞
者
は
８
月
に
福

岡
県
で
開
催
さ
れ
る
全
九
州
テ
コ

ン
ド
ー
選
手
権
大
会
へ
の
出
場
権

を
手
に
し
ま
し
た
。

こんにちは。T Time Englishです。今月は夏休みについて話します。
アメリカの学校は６月の途中から９月の初めまで夏休みがあります。夏休み中は、家
族と一緒に1～ 2週間程の旅行を楽しんだり、サマーキャンプに参加したりもします。
サマーキャンプは２種類あります。1つはデーキャンプというキャンプです。これは日帰
りのキャンプで、スポーツや図工をしたり、遊園地などにも行きます。もう1つは泊ま
りのキャンプで、このキャンプは一週間または夏
休み全部を費やしたりします。湖や川、山にあ
るキャビンに滞在し、スポーツや図工、ハイキン
グなど、自然とふれあいます。
次の単語のワードサーチをしてみてください。
全部の単語がキャンプについてのものです。

Summer Vacation

A B M I L C K C O R
T E A M W O R K C I
E L W S C N P O S D
V R I F A R U P P E
H N I T R N A U O H
G I U F S I Z F R O
M R K E P M E M T R
E W L E W M I N S S
E O N A C V A W D E
R L E A R N V C S S

CAMPFIRE キャンプファイアー
CANOE             カヌー
COUNSELOR カウンセラー
CRAFTS 手工業
HIKE　             ハイキングをする
LEARN             学ぶ、習う
NATURE 自然
NEW FRIENDS 新しい友達
RIDE HORSES 馬に乗る
ROCK CLIMB　 岩登り
SING             歌う
SPORTS　　　 スポーツ
SWIM　　　　 泳ぐ
TEAMWORK　　チームワーク
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Ｑ．お仕事は？
Ａ．大阪製鐵㈱西日本熊本工場で働
いています。広報うと５月号の「友
だちのわ」に載った中島有成く
んから話を聞いて。

Ｑ．自分の長所、短所は？
Ａ．長所は興味があることはとことん
追求するところ。短所は気分屋
なところ。

Ｑ．趣味は？
Ａ．野球とゴルフ
Ｑ．今、一番やりたいことは？
Ａ．船の免許を取って釣りをしたい
Ｑ．理想のタイプは？（芸能人で言うと…）
Ａ．キャメロン・ディアス
Ｑ．「伝えたい一言」とその相手は？
Ａ．住吉の同級生たちへ。住吉もり上
げていきまっしょい ！ ！

Ｑ．次は誰を？
Ａ．吉田重留（繁）さんを

稲田大輔さん
（住吉町）

　　　　　　　　　　ご自宅近くの会場で受診できます。
̶健康管理は年に１回の健康診断から̶　特定健診・高齢者健診はお済みですか？

　特定健診は，メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の発見に着目した健診です。メタボリックシ
ンドロームを放置しておくと、動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞・脳卒中・動脈硬化性疾患など、命にかか
わる病気を引き起こす危険性が高まります。
　生活習慣病は、自覚症状がないまま進行することが多いため、まだ受診されていない方は、ぜひこの機会
に受診して、生活習慣病の発症と重度化を予防しましょう。

追加健診の実施決定！

【対象者・自己負担額】
　特 定 健 診　　宇土市国民健康保険加入の40～74歳の方　１, ３００円　
　　　　　　　　※住民税非課税世帯（平成 21年度）の方は無料です。
　高齢者健診　　後期高齢者医療制度加入の方　８００円　
【健診内容】 
　問診、身体測定、血圧、血液検査（糖尿病・脂質異常症・腎臓病・肝臓病の検査）、尿検査（蛋白・糖）など
【実施日・会場】

①網田会場　 ７月 25 日（日）　西部老人福祉センター
②網津会場　 8月  1 日（日）　住吉漁業協同組合事務所　
③緑川会場　 8月  8 日（日）　粟嶋神社社務所
④宇土会場　10 月  2 日（土）　保健センター
⑤緑川会場　10 月  3 日（日）　緑川地区農業者トレーニングセンター
⑥花園会場　10 月 16 日（土）　市スポーツセンター（花園町）
⑦宇土会場　10 月 17 日（日）　保健センター　
⑧走潟会場　10 月 18 日（月）　走潟地区体育館
　※受付時間は、申込み後に受診者に送付する受診券に記載します。

●申込方法　 電話予約　☎ ㉒ 2300（市保健センター）●申込期限　 受診希望日の１週間前
※４月実施の特定健診および平成 22 年度節目健診を受診された方は、受診できません。
※なお、８月27日（金）～30日（月）は、保健センターにて各種がん検診と同時受診できる複合検診を実施します。
問い合せ先　 市保健センター　☎ ㉒ 2300　市保険課国民健康保険係　☎ ㉒ 1111（内線 2167）

　宇土市の健康づくり事業に意見を反
映するために、市民代表として若干名
を募集します。
資格　40 歳から60 歳までの方
募集期間　７月３０日（金）まで
＊応募方法など、詳細は問い合せくだ
さい。
問い合せ先　
市保健センター☎㉒ 2300

健康日本 21
宇土プラン
策定委員募集

保健センターからのお知らせ
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　掲載希望の方（３歳まで）は誕生月の前月５日（５日が休日の場合は前日）まで
に市役所企画課広報電算係に申込んでください。応募多数の場合は、抽選になり
ます（過去に掲載されていない方を優先します）。
問い合せ先　市企画課広報電算係　☎㉒ 1111（内線 2206）元気いっぱい宇土っ子

古
ふるかわ

川　大
だいき

貴ちゃん
（馬之瀬町）

Ｈ１９年７月５日生　３歳

田
たが わ

川　大
ひろと

翔   ちゃん
（松原町）

Ｈ２０年７月２日生　２歳

庄
しょうむら

村　凌
り く

玖   ちゃん
（松山町）

Ｈ２1年 8月 24日生　1歳

小
おや ま

山　詩
しおん

音ちゃん
（善道寺町）

Ｈ１９年７月１７日生　３歳

伊
い よ

豫　蒼
そうしろう

士郎ちゃん
（岩古曽町）

Ｈ２１年７月２６日生　１歳

三
みう ら

浦　陽
ひ な

奈ちゃん
（三拾町）

Ｈ２０．７．３１日生　２歳

熊本県立宇土高等学校
〒869－0454　宇土市古城町63
☎㉒0043　FAX㉒4753
ＨＰ http://www.higo.ed.jp/sh/utohs
mail　uto@bears.ed.jp
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熊本県高等学校総合体育大会・文化祭
　５月２８日（金）～３１日（月）に、高校生にとって最も大きな大会である高校総体と総文祭が行われました。高校総体
入場行進では「創立９０周年　伝説～Legend～」の横断幕を掲げながら元気に行進しました。また、総文祭では放送部
３年生の梅田さんがステージ部門の総合司会をしました。主な結果を紹介します。
　バレーボール男子　ベスト８
　卓球男子団体　ベスト８
　水泳女子個人　１年　龍さん　背泳ぎ100m ３位・200m ４位【九州大会出場】
　柔道女子個人　１年　守川さん　ベスト８
　　　　　　　　３年　宮本さん　ベスト８
　　　　　　　　１年　高濱さん　ベスト８

活躍しています
　６月１３日（火）に行われた第５７回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト熊本県大会で、放送部が好成績を残しました。アナ
ウンス部門では、上位を独占する活躍でした。　
　アナウンス部門　１位　２年 太田さん　２位　１年 市野さん　３位　３年 廣重さん
　朗読部門　　　　３位　１年 南部さん
４人は７月に行われる全国大会に出場します。
また、８月４日（水）～５日（木）に行われる全国高等学校総合文化祭の放送部門朗読に、熊本県代表として３年内野さ
んが出場します。

　ハンドボール女子　ベスト４
　ヨット男子団体　優勝　【九州大会出場】
　ヨット女子団体　優勝　【九州大会出場】
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市保健センター告知板
記事に関する問い合せは、市保健センター　☎㉒ 2300まで

各種乳幼児健診・教室のお知らせ
月日 内容 場所 受付時間 対象・その他

7・28 すくすく学級

市　

保　

健　

セ　

ン　

タ　

ー

午前9時15分
～9時30分 22年5月生まれ

8・2 幼児歯科教室 午前9時
～9時15分 21年4月生まれ

8・5 3ヵ月児健康診査 午後１時
～１時１５分 22年4月生まれ

8・11 6ヵ月児健康診査 午後１時
～１時１５分 22年1月生まれ

8・12 ぴかぴか教室 午前9時
～9時15分 20年7月生まれ

8・16 5歳児健康診査（前半）
午後１時
～1時15分

17年7月生まれ
（前半）

8・18 1歳6ヵ月児健康診査
午後１時
～1時15分 21年1月生まれ

8・23 5歳児健康診査（後半）
午後１時
～1時15分

17年7月生まれ
（後半）

8・25 すくすく学級 午前9時15分
～9時30分 22年6月生まれ

8・26 3歳児健康診査 午後1時
～1時15分 19年7月生まれ

日曜・祝日当番医
月日 病・医院名 電話

7・18
草場医院（松原町） ☎㉓ 5851

もろが整形外科医院（旭町） ☎㉓ 2341

7・19
宇土中央クリニック（浦田町） ☎㉒ 1600

くまもと心療病院（松山町） ☎㉒ 1081

7・25
吉窪内科放射線科医院（入地町） ☎㉒ 3203

高浜医院（城之浦町） ☎㉒ 0108

8・1
近藤クリニック（松山町） ☎㉓ 5558

幡手耳鼻咽喉科クリニック（南段原町） ☎㉔ 1187

8・8
上野小児科医院（城之浦町） ☎㉒ 0324

𠮷野整形外科（高柳町） ☎㉒ 6000

8・15
七川医院（浦田町） ☎㉒ 0555

小田医院（上網田町） ☎㉗ 1616

8・22
松田内科循環器科クリニック（三拾町） ☎㉓ 6555

やまもと泌尿器科クリニック（南段原町） ☎○ 1411

8・29
福田医院（本町 3丁目） ☎㉒ 0002

むらかみ眼科クリニック（南段原町） ☎㉒ 6600

（診療時間：午前 9時～午後 5時）
＊当番医は変更になる場合があります。連絡がつ
かない場合は、金森医院（☎㉒ 0017）に問い合
せください。

「宇土市食生活改善推進員協議会」
をご存知ですか？
～食のボランティア。愛称はヘルスメイト ！

私たちの活動を紹介します。～
　私たち宇土市食生活改善推進協議会では、今年度、地域の
縁がわを活かした低栄養予防事業として走潟地区の高齢者とそ
の家族を対象に、「いきいき食生活実践活動」を行っています。
高齢者がいつまでも口から食べることにより、「低栄養の予防」、
「食べる楽しみ・コミュニケーションの回復」、「社会参加のきっ
かけ」となることを目的に、地域の決まった場所を拠点に、健康クッ
キングや食事会、高齢者の食事に関するお話を内容とした講習
会を10 回程度行う予定です。その第 1回目は5月31日（月）
に走潟公民館で行いました。参加者は16 人。1日の食事量の
目安がわかる「食事バランスガイド」を用いて食事のバランスに
ついて説明し、調理実習、そして作った食事を皆で楽しく食べ
ました。参加者は皆興味を持って参加しており、「今日は食事を
完食することができ、元気がでた」との声も聞くことができました。
一人で食べるよりも、皆で集まっておしゃべり、笑いがある中での
食事はとても楽しいものとなりました。今後も楽しい雰囲気作りを
心掛け、楽しい講習会にしていきたいです。

＜5/31 献立＞　・ちらし寿司　・このしろの酢の物
　　　　　　　　・トマトとほうれん草のスープ　・牛乳寒天
──────────────────────────

母子手帳の交付
妊娠がわかったら、住民票がある市町村で母子手帳の交付を受
けましょう。
交 付 日　７月20日（火）・27日（火） 
　　　　　８月３日（火）・10日（火）・17日（火）・24日（火）
受付時間　午前 10 時～ 10 時 15 分
内容　妊娠中の生活について、保健師・栄養士からの説明
　　　（交付には1時間程度かかります）
＊日程など、都合の悪い方は相談ください。
問い合せ先　市保健センター☎㉒ 2300
──────────────────────────

健康相談をご利用ください
市保健センターでは、毎週金曜日に健康相談を行っています。
赤ちゃんから高齢者の方まで、どなたでも利用できます。お気軽
にご利用ください。
受付時間／午前９時～11 時

（事前に電話での予約が必要です。☎㉒ 2300）
内　　容／身体測定・体脂肪測定・栄養相談　など
その他、健康に関することで相談したいことがある方はご相談く
ださい。

お詫びと訂正
　広報うと６月号の『市保健センター告知板』で、保健
センターの電話番号を☎㉓ 2300と掲載しましたが、正し
くは☎㉒ 2300です。お詫びして訂正します。
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38,383 人　  （ +　  ５人）

18,405 人　  （ -  　 ２人）

19,978 人　   （ +　  ７人）

14,028 世帯（ +  26 世帯）

（　　　 　）内は前月比

市の交通事故発生件数
平成
22年 1月1日から 平 成22年 6月30日まで

発生件数　　 105 件（－　 29 件）
死 者 数　　　0人（－　  1 人）
負傷者数　　142 人（－    51 人）
　　　　　　   （　）内は前年比

反射材　みんなに見えてる　その命

人口

心ゆたかな環境創造の宇土市

市 の う ご き
平成 22年 7月1日現在

６２１０２３１０

市
の
木

き
ん
も
く
せ
い

市
の
花

あ
じ
さ
い

市
の
鳥

メ
ジ
ロ

　

６
月
12
・
13
日
、
市
民
会
館
や

周
辺
一
帯
で
「
紫
陽
花
ス
ト
リ
ー

ト
展
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
、「
世
界
の
紫
陽
花
ス
ト
リ
ー

ト
計
画
」
を
展
開
し
て
い
る
市
商

工
会
が
世
界
各
国
の
ア
ジ
サ
イ
を

見
て
も
ら
お
う
と
行
っ
た
も
の
で

す
。

　

市
民
会
館
に
12
カ
国
な
ど
の

２
１
０
種
類
７
０
０
株
を
展
示

し
、
ア
ジ
サ
イ
の
挿
し
芽
教
室
や

即
売
会
も
実
施
。
紫
や
ブ
ル
ー
な

ど
色
鮮
や
か
に
咲
く
ア
ジ
サ
イ

を
、
訪
れ
た
人
た
ち
は
写
真
に
収

め
る
な
ど
し
て
楽
し
ん
で
い
ま
し

た
。
ま
た
、
今
回
新
た
に
西
岡
神

宮
や
住
吉
自
然
公
園
な
ど
地
植
え

ス
ポ
ッ
ト
を
巡
る
バ
ス
ツ
ア
ー
も

あ
り
、
好
評
を
博
し
ま
し
た
。

　

ア
ジ
サ
イ
の
一
部
は
14
日
か
ら

５
日
間
、
本
町
の
船
場
川
周
辺
に

も
展
示
さ
れ
、
町
中
が
ア
ジ
サ
イ

で
彩
ら
れ
ま
し
た
。

第
16
回
う
と
１
０
０
円

商
店
街
・
飛
躍
縁
祭

　

同
展
に
合
わ
せ
12
日
に
は
宇
土

市
本
町
通
商
店
街
を
中
心
と
し

て
、
恒
例
の
う
と
１
０
０
円
商
店

街
・
飛
躍
縁
祭
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
市
内
68
店
舗
が
「
１
０
０

円
コ
ー
ナ
ー
」
を
設
置
し
、
通
常

は
数
百
円
の
商
品
を
１
０
０
円
で

販
売
す
る
も
の
で
す
。
各
店
舗
の

前
で
は
ス
タ
ー
ト
時
刻
で
あ
る
午

前
10
時
よ
り
も
前
か
ら
数
量
限
定

の
商
品
を
求
め
る
買
い
物
客
が
行

列
を
つ
く
る
な
ど
、
多
く
の
買
い

物
客
で
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

［紫陽花ストリート展］オープニングの宇土高生による
豪快な書道パフォーマンス

［紫陽花ストリート展］市民会館ロビーを彩るアジサイ

［うと100円商店街・飛躍縁祭］じゃがいも詰め放
題に挑戦しました

　

表
紙
の
写
真
は
６
月
中
旬
、
宇

土
駅
自
由
通
路
に
設
置
し
た
七
夕

飾
り
の
飾
り
つ
け
を
し
た
宇
土
東

保
育
園
児
の
皆
さ
ん
で
す
。
願
い

事
が
か
な
う
よ
う
に
と
、
た
く
さ

ん
の
短
冊
や
折
り
紙
が
、
小
さ
な

手
で
一
つ
ひ
と
つ
大
切
に
取
り
付

け
ら
れ
、
子
供
た
ち
は
大
満
足
。

短
冊
に
は
「
こ
ど
も
て
ん
ち
ょ
う

に
な
り
た
い
」「
キ
ュ
ア
ブ
ロ
ッ
サ

ム
に
な
り
た
い
」「
も
っ
と
早
く
走

れ
ま
す
よ
う
に
」
な
ど
思
い
思
い

の
願
い
事
が
書
い
て
あ
り
ま
し

た
。
飾
り
つ
け
の
後
に
は
、
七
夕

の
歌
を
み
ん
な
で
歌
い
、
列
車
を

利
用
す
る
乗
客
た
ち
は
、
か
わ
い

ら
し
い
演
出
に
目
を
細
め
て
い
ま

し
た
。

　

元
気
い
っ
ぱ
い
の
子
ど
も
た
ち

は
、
飾
り
つ
け
の
最
中
か
ら
ず
っ

と
列
車
が
気
に
な
っ
て
い
る
様

子
。
歌
い
終
わ
る
と
す
ぐ
に
窓
辺

に
ず
ら
っ
と
並
び
、
列
車
が
通
る

た
び
に
「
列
車
が
来
た
っ
！
こ
っ

ち
か
ら
も
来
て
る
！
」
と
大
は

し
ゃ
ぎ
で
歓
声
を
上
げ
、
列
車
に

見
入
っ
て
い
ま
し
た
。

（
Ｎ
）

広報うとは環境保護印刷
「水なし印刷」で印刷しています。

再生紙を使用しています。

紫
陽
花
ス
ト
リ
ー
ト
展
開
催

華
や
か
な
ア
ジ
サ
イ
に
囲
ま
れ
て


